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司
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は

じ

め

唐
宋
出
現
革
期
の
政
治
面
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
事
柄
の
一
つ
に
、
唐
中
期
以
降
出
現
し
た
様
々
な
諸
司
使
が
如
何
に
し
て
宋
代
の
武
階
に
編

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
唐
代
の
内
諸
司
使
は
、
宋
代
の
横
班
・
東
班
・
西
班
な
ど
の
諸
司
使
と

名
稽
は
重
な
っ
て
は
い
る
が
、
性
質
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
唐
代
の
内
諸
司
使
は
宮
官
を
中
心
と
し
て
、
玄
宗
期
か
ら
唐
末
ま
で

大
明
宮
に
供
職
す
る
も
の
で
あ
り
、
宋
代
の
諸
司
使
の
多
く
は
武
官
の
序
階
を
表
し
た
寄
禄
官
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
両
者
を
皐
純
に
比
較
す

(

1

)

 

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
従
来
の
研
究
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
使
臣
の
沿
革
を
個
別
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
唐
代
の
内
諸
司
使
の
沿
革
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
ま
ず
、
官
官
の
就
く
内
諸
司
使
と
外
廷
の

使
職
を
剣
別
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
宋
史
』
巻
一
六
八

職
官
志
八
に

唐
の
内
諸
司
使
を
設
く
る
や
、
悉
く
向
書
省
に
擬
す
。

如
京
は
倉
部
な
り
。

荘
宅
は
屯
田
な
り
。

皇
城
は
司
門
な
り
。

躍
賓
は
主
客
な
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り

と
見
え
る
宋
人
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唐
代
の
如
京
使
、
皇
城
使
は
武
官
が
任
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
官
官
の
任

じ
ら
れ
る
内
諸
司
使
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
宋
人
が
唐
の
内
諸
司
使
の
形
成
過
程
を
必
ず
し
も
明
確
に
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で

(

2

)

 

に
欧
陽
備
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

唐
代
の
内
諸
司
使
の
成
立
は
、
律
令
瞳
制
の
崩
壊
に
伴
う
内
廷
の
機
構
の
整
備
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
長
い
時
聞
を
か
け
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
は
次
の
二
期
に
匝
分
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
律
令
官
制
か

ら
大
明
宮
の
官
官
の
手
に
権
限
が
掌
握
さ
れ
て
い
く
段
階
と
、
そ
れ
に
新
た
な
名
稽
が
被
せ
ら
れ
内
廷
濁
自
の
機
構
に
成
長
し
て
い
く
段
階
と

で
あ
る
。
小
論
は
、
近
年
出
土
し
た
考
古
文
物
、
例
え
ば
文
恩
院

・
宣
徽
院
の
器
物
、
大
明
宮
の
遺
跡
護
掘
報
告
、
富
官
の
墓
誌
な
ど
の
資
料

を
も
用
い
つ
つ
、
内
諸
司
使
の
諸
機
構
の
成
立
護
展
の
問
題
を
包
括
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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唐
代
の
諸
使
・
諸
司
使
・
内
諸
司
使

唐
代
中
期
以
降
、
宮
官
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
律
令
瞳
制
の
外
に
生
ま
れ
た
使
職
の
震
展
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
使
職

の
歴
史
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
ま
ず
掴
ん
で
お
こ
う
。

『
逼
典
』
巻
一
九
職
官
一
に
、
初
期
の
諸
使
の
性
格
に
つ
き
、

按
察
・
採
訪
等
の
使
は
以
て
州
豚
を
理
め
、
節
度
・
園
練
等
の
使
は
以
て
府
軍
の
事
を
督
し
、
租
庸
・
轄
運
・
盟
銭
・
主
円
苗
・
管
田
等
の

使
は
以
て
財
貨
を
銃
む
。
其
の
徐
の
細
務
の
、
事
に
因
っ
て
使
を
置
く
者
は
悉
く
数
う
べ
か
ら
ず
。
其
の
轄
運
以
下
の
諸
使
は
遍
く
と
し

て
治
す
る
所
無
く
、
蔵
置
常
な
ら
ず
。

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
按
察
使
(
貞
観
二
二
年
)
、
節
度
使
(
景
雲
二
年
〉
な
ど
地
方
の
軍
事
、
民
政
に
関
わ
る
も
の
が
ま
ず
恒
常
的
な
機
構
と
な

り
、
つ
い
で
、
租
庸
(
開
元
二
年
)
、
営
団
(
開
元
一
五
年
)
、
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轄
運
(
開
元
一
二
年
)
な
ど
の
財
務
関
係
の
諸
使
が
康
置
を
繰
り
返
し
な
が
ら
次

第
に
定
着
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
記
載
は
も
ち
ろ
ん
簡
略
に
過
ぎ
、
ま
た
、
諸
使
の
機
構
が
定
着
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず

(
3〉

し
も
『
通
典
』
の
よ
う
に
輔
運
以
下
の
使
と
そ
れ
以
外
と
を
匿
別
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
諸
使
が
一
時
波
遣
の
職
か
ら

常
設
の
職
へ
と
襲
蓮
し
て
い
く
過
程
や
、

ぅ
。
こ
れ
は
、
李
肇
『
唐
園
史
補
』
巻
下
に
見
え
る

ま
た
、
地
方
の
軍
事
、

政
治
方
面
か
ら
財
政
面
へ
と
農
が
っ
て
い
く
護
展
の
傾
向
を
看
取
で
き
よ

開
元
己
前
、
外
に
事
有
ら
ば
則
ち
使
臣
を
命
じ
、

ま
す
ま
す

る
有
り
。
其
の
後
名
競
盆
贋
し
。

ゃ

し
か
ら
ず
ん
ば
則
ち
止
む
。

八
節
度
・
十
採
訪
を
置
き
て
自
り
始
め
て
坐
し
て
使
と
魚

大
抵
置
兵
に
生
じ
、
輿
利
に
盛
ん
に
し
て
、

街
命
に
普
し
。

是
に
子
い
て
、

使
と
焦
ら
ば
則
ち
重

く
、
官
と
漏
ら
ば
則
ち
軽
し
。

と
い
う
意
見
と
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
筆
書
考
索
』
後
集
巻
一
一
一

唐
官
制
の
僚
に
、

開
元
よ
り
以
来
諸
使
紛
出
す
。
李
傑
は
則
ち
水
陸
運
使
と
帰
り
、
字
文
融
は
則
ち
租
庸
使
と
篤
り
、
表
耀
卿
は
江
准
穂
運
使
と
震
る
。
度



支
を
論
ず
れ
ば
則
ち
李
元
一
路
を
以
て
之
が
使
と
潟
し
、
鋳
鍛
を
論
ず
れ
ば
則
ち
羅
文
信
を
以
て
之
が
使
と
篤
し
、
以
て
木
炭
に
則
ち
使
有

り
、
主
円
苗
に
則
ち
使
有
り
、
修
書
に
則
ち
使
有
り
、
群
牧
に
使
を
置
き
て
太
僕
其
の
職
を
壷
く
す
を
得
ず
、
戸
口
に
使
を
置
き
て
戸
部
其

の
任
を
専
ら
に
す
る
を
得
ず
、
百
司
の
職
を
奪
う
に
非
ざ
る
者
無
き
に
至
る
。
故
に
百
司
の
任
は
最
も
侵
素
せ
ら
る
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
租
庸

・
轄
運
等
使
以
外
、
財
政
面
で
の
多
く
の
諸
使
が
設
立
さ
れ
た
結
果
、
す
で
に
、
地
方
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
中
央

諸
司
の
樺
限
、
が
奪
わ
れ
る
事
態
に
さ
え
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
諸
使
は
諸
司
の
職
務
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
司
の
諸
使
と
呼
ば
れ
て

(
4
)
 

い
た
。
諸
使
の
職
掌
は
原
来
外
廷
の
官
員
が
司
っ
て
い
た
が
、
内
廷
の
護
展
に
つ
れ
て
、
官
官
が
女
第
に
そ
れ
を
掌
握
し
て
い
っ
た
。

『
職
官

分
紀
』
巻
四
四

横
行
東
西
班
大
小
使
臣
の
僚
に
、

唐
制
、
百
官
の
職
は
皆
九
寺
三
監
分
典
す
。
開
元
中
、
始
め
て
諸
使
を
置
く
。
其
の
後
漸
く
増
す
。
是
に
由
っ
て
寺
監
の
物
多
く
諸
使
に

闘
す
。
朝
廷
制
詔
有
る
毎
に
則
ち
諸
司
諸
使
と
云
い
て
以
て
之
に
一
該
て
、
多
く
内
侍
省
官
或
い
は
将
軍
も
て
充
つ
。

と

あ

り

、

ま

た

、

嘉

枯

定

横

行

員

数

の
僚
に
も
、

『
玉
海
』
巻

一一一
七

官
制
門

官
品
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唐
開
元
中
、
始
め
て
諸
使
を
置
く
。
後
諸
司
使
を
増
し
、
内
侍
或
い
は
将
軍
を
以
て
粂
ぬ
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
開
元
以
後
増
大
し
た
諸
使
を
一
括
し
て
「
諸
司
諸
使
」
「
諸
司
使
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
内
侍
或
い
は
将
軍
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
内
外
雨
廷
の
官
僚
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
掲
『
唐
園
史
補
』
に
は
、
元
和
中
の
「
在
朝
」
の
諸
使
と
し

て
、
太
清
宮
使

・
太
微
宮
使

・
度
支
使

・
盟
鍛
使

・
轄
運
使

・
知
駆
使

・
宮
苑
使
・
閑
腹
使

・
左
右
巡
使

・
分
察
使
・
監
察
使
・
舘
騨
使
・
監

倉
使

・
左
右
街
使
の
一
四
種
の
名
を
掲
げ
、
「
外
任
」
の
諸
使
と
し
て
、
節
度
使
・
観
察
使
・
諸
軍
使
・
押
蕃
使
・
防
禦
使

・
経
略
使
・
鎖
逼

使

・
招
討
使
・
椎
瞳
使
・
水
陸
運
使
・
管
田
使

・
給
納
使
・
監
牧
使
・
長
春
宮
使

・
園
練
司
使
・
開
捗
使

・
撫
巡
使

・
宣
慰
使
・
推
覆
使

・
選

補
使

・
舎
盟
使
・
加
立
使

・
弔
察
使
・
供
軍
使

・
糧
料
使

・
知
緯
使
の
二
六
種
の
名
を
記
し
て
い
る
。
つ
づ
け
て
、

わ
ず
か

此
れ
は
是
れ
大
略
の
み
。
経
に
置
き
て
慶
す
る
者
は
録
さ
ず
。
富
官
は
内
外
悉
く
之
に
属
す
。

j
f

」
見
え
て
お
り
、
「
外
任
」
の
い
ず
れ
の
諸
使
も
「
外
廷
」
の
機
構
に
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

625 

叶
在
朝
」

「
内
廷
」
の
官
官
に
粂
任
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さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内

・
外
雨
廷
の
使
職
を
判
別
す
る
た
め
に
、
官
官
の
使
職
は
内
諸
司
使
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
皇
帝
の
親

近
、
或
い
は
内
廷

・
宮
廷
に
閲
す
る
も
の
を
意
味
し
た
。
故
に
『
通
鑑
』
巻
二
四
三
敬
宗
賓
暦
二
年
十
二
月
の
僚
に
出
て
く
る
内
廷
の
数

坊
、
翰
林
、
組
監
拙
一
寸
の
諸
司
に
附
さ
れ
た
胡
註
に
、

諸
司
と
は
内
諸
司
な
り
。

と
強
調
し
、
同
書
巻
二
二
三

代
宗
康
徳
元
年
十
月
の
僚
に
載
せ
る
柳
抗
が
内
使
を
罷
め
る
こ
と
を
求
め
た
奏
疏
に
附
せ
ら
れ
た
胡
註
に
、

時
に
富
者
皆
内
諸
司
使
篤
り
。
放
に
内
使
と
白
う
。

たと
よ解
う樺
です
あ(る
る5の

0"-，，で

あ
る

一
方
、
本
来
な
ら
内
廷
の
使
職
で
は
な
く
、

の
ち
富
者
の
手
に
落
ち
た
中
央
の
使
職
は
別
に
「
中
使
」
と
稽
せ
ら
れ

西
内
の
太
極
宮
、
そ
の
東
北
に
位
置
す
る
東
内
の
大
明
宮
、
そ
し
て
南
に
位
置
す
る
南
内
の
輿
慶
宮
と
い
う

三
箇
所
が
奪
げ
ら
れ
る
。
高
祖
建
固
か
ら
高
宗
龍
朔
三
年
に
か
け
て
、
太
極
宮
を
君
主
の
臨
朝
起
居
の
場
と
し
た
外
は
、
中
唐
以
後
は
ほ
ぼ
大

唐
代
長
安
の
宮
廷
と
言
え
ば
、

明
宮
が
政
治
の
中
心
と
さ
れ
、
こ
こ
に
尼
大
な
内
廷
機
構
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
内
諸
司
使
は
、
大
明
宮
及
び
そ
の
周
遣
を
主
た
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る
中
心
と
し
て
設
置
さ
れ
た
官
官
の
使
職
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

内
諸
司
使
の
名
稽
と
性
格

玄
宗
以
前
に
も
敬
坊
(
武
徳
年
間
)
、
飛
龍
(
寓
歳
通
天
二
年
)
、
園
苑
(
武
后
期
)
等
の
使
職
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
常
置
の
も
の
か
ど
う
か

は
判
断
の
材
料
に
乏
し
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
玄
宗
期
に
な
る
と
内
諸
司
使
系
統
は
自
に
見
え
て
護
展
を
途
げ
る
。
そ
れ
は
一
帝
王
が
従
来

の
西
内
た
る
太
極
宮
か
ら
東
内
の
大
明
宮
に
移
住
し
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
君
主
の
濁
裁
権
力
の
高
ま
り
に
雁
じ
て
、
大
明

宮
の
行
政
・
起
居
・
娯
楽
等
の
諸
事
務
が
親
近
の
官
官
に
委
ね
ら
れ
、
様
々
な
内
諾
司
使
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
期
に
設
け
ら
れ
た

の
は
梨
園
(
開
元
二
年
〉
、
軍
器
(
開
元
初
年
J
三
年
〉
、
大
盈
庫
(
開
元
年
開
)
、
十
王
宅
(
先
天
!
関
元
年
開
〉
、

中
山
間
(
開
元
年
閲
〉
、

五
坊
宮
苑



〈
開
元
一
九
年
〉
、
弓
箭
庫
(
開
元
J
天
賓
年
閲
)
、
内
作
坊
(
天
賓
年
関
〉
の
諸
使
で
あ
り
、
さ
ら
に
代
宗
期
に
鴻
臆
躍
賓
ハ
永
泰
年
開
〉
、
客
省
ハ
永

泰
年
間
)
、
橿
密
〈
永
泰
二
年
)
、
宣
徴
(
大
暦
末
年
)
諸
使
が
、
徳
宗
・
憲
宗
期
に
は
醤
官
ハ
貞
元
年
閲
〉
、
翰
林
(
貞
元
年
開
〉
、
染
坊
(
元
和
年
間
〉
、

そ
し
て
唐
末
に
も
小
馬
坊
(
威
通
年
開
〉
、
文
思
(
威
通
年
開
)
、

閤
門
(
元
和
年
開
)
諸
使
が
、

豊
徳
庫
(
昭
宗
期
)
位
一
寸
の
使
職
が
加
え
ら
れ
、
廃

大
な
機
構
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
一
章
で
は
こ
れ
ら
を
内
廷
の
職
掌
に
雁
じ
て
九
種
類
に
分
け
、
個
々
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

)
 

噌よ(
 
宮
廷
の
守
衛
に
掲
わ
る
も
の

l
l
l
飛
龍
、
小
馬
坊
、
軍
器
、
弓
箭
庫
等
使
|

|

大
明
宮
の
防
衛
は
禁
箪
に
属
す
る
左
右
神
策
、
左
右
羽
林
、
左
右
龍
武
等
六
箪
の
任
務
で
あ
っ
た
が
、
贋
大
な
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
西

側
の
九
仙
門
外
に
駐
屯
し
た
右
三
軍
、
東
の
太
和
門
に
配
さ
れ
た
左
三
軍
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
別
個
の
軍
事
機
構
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
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a
、
飛

官E

使

特
に
大
明
宮
の
防
衡
を
中
心
と
し
て
|
|
」

こ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
早
く
設
け
ら
れ
た
の
が
飛
龍
使
で
あ
っ
た
。
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
拙
文
「
唐
代
に
お
け
る
飛
龍
廊
と
飛
龍
使
|
|

(
『
史
林
』
第
七
四
谷
第
四
競
〉
に
於
い
て
既
に
検
討
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
そ
の
要
貼
を

簡
単
に
述
べ
よ
う
。

飛
龍
使
の
成
立
時
黙
に
つ
い
て

百
官
志
一

(

6

)

 

鳳
苑
、
娘
鴛
、
吉
良
、
六
霊
〉
の
一
つ
と
し
て
創
立
さ
れ
た
と
あ
る
が
、

(

7

)

 

い
だ
ろ
う
。

『新
唐
書
』
巻
四
七

監
中
省
の
僚
に
は
武
后
蔦
歳
、
通
天
元
年
に
伎
内
六
閑
(
飛
龍
、
鮮
麟
、

『
逼
典
』
袋
一
一
六

殿
中
省
の
僚
に
よ
っ
て
翌
二
年
と
す
る
の
が
正
し

な
お
、

『
新
唐
書
』
巻
五

O

兵
志
に
よ
れ
ば
、
般
中
省
向
乗
局
に
統
轄
さ
れ
た
飛
龍
廠
は
、
位
内
六
闘
が
設
置
さ
れ
る
前
に
、

(
8〉

の
ち
佐
内
六
闘
の
中
核
を
構
成
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
上
述
『
新
唐
書
』
巻
四
七

627 

既
に
群
麟
、
鳳
苑
と
共
に
存
在
し
て
お
り
、



628 

の
記
事
は
、
飛
龍
廠
の
管
掌
者
た
る
飛
龍
使
に
、
一
幕
ら
官
官
が
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

史
書
に
よ
れ
ば
、
飛
龍
阪
は
北
面
玄
武
門
の
近
迭
に
設
置
さ
れ
て
レ
た
。
例
え
ば
、

『
玉
海
』
巻

一
五
七

宮
室
門

宮

唐
上
陽
宮
の

コ
】
』
同
舟

-一ニ
ロ-
司

北
出
す
る
を
玄
武
門
と
日
い
、
門
内
の
東
を
飛
龍
廠
と
日
う
。

や

『
快
西
通
志
』
の
「
長
安
宮
城
岡
」
で
太
極
宮
の
玄
武
門
東
側
に
飛
龍
腹
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
、

ま
た
『
長
安
志
』
巻
六
の
大
明
宮
に

闘
す
る
記
事
、

わ
ざ
わ

(
文
宗
〉
太
和
八
年
災
い
す
。

等
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
明
宮
の
考
古
渡
掘
調
査
の
結
果
か
ら
見
る
と
、
飛
語
版
は
玄
武
門
以
北
、
重
玄
門
の
附
近
に
位
置
し

(

9

)

 

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た

玄
武
門
外
の
西
を
飛
龍
院
と
日
い
、
叉
飛
龍
腹
と
日
ぅ
。
内
に
輯
徳
殿
有
り
。

一
九
六
三
年
快
西
省
蒲
城
勝
保
南
公
社
で
出
土
し
た
高
力
士
残
碑
の
上
宇
部
と
、

一
九
七
一
年
山
西
大
隊
第
六
陵
飼
養

-122ー

室
土
塞
頂
で
出
土
し
た
高
力
士
残
碑
下
宇
部
を
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
高
力
士
が
か
つ
て
「
三
宮
内
飛
龍
廠
大
使
」
に
任
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
ま
た
玄
宗
天
賓
末
年
に
至
っ
て
西
内
太
極
宮
、
東
内
大
明
宮
、
南
内
輿
慶
宮
で
同
時
に
飛
龍
般
が
設
置
さ
れ

(
叩
)

て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

『
菌
唐
書
』
各
一
八
四

官
官
俸
に
よ
れ
ば
、
高
力
士
か
ら
の
ち
に
李
輔
圏
、
程
元
振
、
魚
朝
恩
ら
有
力
官
官
が
績

出
し
た
が
、
彼
ら
も
飛
龍
厩
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
た
。

李
輔
園
の
出
身
が
ま
さ
し
く
飛
龍
腹
で
あ
っ

た
こ
と
は
、

『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
九

粛
宗
至
徳
二
載
春
正
月
の
僚
に
よ
っ
て
補
え
る
。

程
元
振
は
粛
宗
・
代
宗
の
聞
の
政
襲
期
聞
に
飛
龍
廠
副
使
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
魚

朝
恩
も
飛
龍
使
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
玄
宗
期
か
ら
代
宗
期
に
か
け
て
の
官
官
の
権
力
の
継
承
は
、
飛
龍
願
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

飛
龍
廠
の
位
置
は
、

一帝
王
の
居
所
と
宮
外
の
連
絡
を
つ
け
る
の
に
至
便
で
あ
り
、
内
外
の
情
勢
を
把
握
し
て
臨
機
雁
饗
の
慮
置
を
取
る
こ
と

(

江

)

(

ロ

)

(

日

)

が
で
き
た
。
例
え
ば
玄
宗
期
の
刑
梓
の
観
、
安
史
の
範
、
粛
宗
・
代
宗
聞
及
び
敬
宗
・
文
宗
聞
に
お
け
る
儲
君
縫
位
の
際
に
は
、
い
ず
れ
の
場

合
も
飛
龍
廠
の
兵
馬
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
馬
、
飛
龍
使
は
い
ち
早
く
成
立
し
、
や
が
て
紳
策
護
軍
中
尉
、
植
密
使
の
す
ぐ



下
に
位
置
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

b
、
小

.馬

坊

使

(
M
)
 

飛
龍
使
の
機
構
が
彪
大
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
誌
宗
威
通
年
聞
に
小
馬
坊
使
が
設
け
ら
れ
た
。

西
遁
志
』
の
「
大
明
宮
園
」
に
よ
る
と
、
大
明
宮
の
東
内
苑
に
御
馬
坊
が
あ
る
。
な
お
、

『
長
安
志
』
の
「
唐
禁
苑
圃
」
、

『険

『
長
安
士
山
』
巻
六

禁
苑
内
苑
の
僚
に
、

文
宗
詔
し
て
東
頭
御
馬
坊
・
・
・
・
・
・
を
置
く
。

と
述
べ
る
御
馬
坊
は
、

そ
の
設
置
時
期
が
文
宗
期
で
あ
っ
て
唐
末
誌
宗
期
と
さ
ほ
ど
隔
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
小
馬
坊
で
あ
る
可
能
性
も
あ

る。

『
文
苑
英
華
』
巻
四
一
八

授
内
官
韓
坤
範
等
加
恩
制
に
は
「
宣
微
小
馬
坊
使
」
の
名
が
見
え
、

一
時
宣
徽
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
ら
し

ぅ
。
な
お
、

い
こ
と
が
わ
か
る
。
回
令
孜
が
小
馬
坊
使
か
ら
紳
策
護
軍
中
尉
に
昇
進
し
た
事
例
か
ら
見
て
、
飛
龍
使
に
比
肩
し
得
る
ポ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
ろ

五
代
の
後
唐
期
に
は
更
に
飛
龍
廠
を
左
飛
龍
院
、
小
馬
坊
を
右
飛
龍
院
と
改
め
、
宋
初
に
は
左
右
天
廠
坊
、
左
右
顧
醸
院
と
な
っ

た。

『
事
物
紀
原
』
巻
六

東
西
使
班
部

駿
臨
の
篠
に
、
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宋
朝
合
要
に
日
く
、
唐
に
飛
龍
使
及
び
小
馬
坊
使
有
り
。
後
唐
長
輿
元
年
、
飛
龍
院
を
改
め
て
左
飛
龍
院
と
信
用
し
、
小
馬
坊
を
右
飛
龍
院

と
魚
す
。
太
卒
輿
園
三
年
、
左
右
天
廠
坊
と
改
む
。
務
照
二
年
、
始
め
て
左
右
駿
膿
院
と
固
い
、
使
名
之
に
従
う
。
此
れ
左
右
駿
膜
使
副

の
始
め
な
り
。

ま
た
『
職
官
分
紀
』
巻
四
四

唐
に
飛
龍
使
乃
(
及
)
び
小
馬
坊
使
有
り
。
五
代
梁
、
小
馬
坊
使
を
改
め
て
天
臨
と
震
す
。
後
唐
復
た
飛
龍
小
馬
坊
使
と
篤
す
。
長
輿
元

年
、
飛
龍
院
を
改
め
て
左
飛
龍
院
と
震
し
、
小
馬
坊
を
右
飛
龍
院
と
篤
す
。

左
右
駿
鴎
院
使
副
使
の
僚
に
、

と
述
べ
る
よ
う
に
、
元
来
小
馬
坊
使
は
飛
龍
使
と
異
な
る
も
の
だ
っ
た
が
、
長
輿
元
年
以
前
の
後
唐
期
に
は
嘗
て
飛
龍
小
馬
坊
使
と
呼
ば
れ
た

629 

こ
と
も
あ
り
、
飛
龍
使
と
頗
る
相
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



630 

c
、
軍

器

使

軍
器
関
係
の
湾

・
甲
二
坊
が
開
元
三
年
以
前
に
は
既
に
軍
器
使
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
逼
典
』
巻
二
七

職
官
九

軍
器
監
の
篠

に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

大
唐
武
徳
の
初
め
、
軍
器
監
を
置
く
。

し
、
甲
湾
坊
と
潟
す
。
開
元
の
初
め
、
復
た
其
の
地
を
以
て
軍
器
使
を
置
く
。
三
年
に
至
り
て
、
使
を
以
て
監
と
震
す
。

(
お
)

開
元
三
年
に
使
は
一
旦
慶
さ
れ
た
が
、
乾
元
元
年
に
復
活
し
た
。
機
構
の
職
能
か
ら
言
え
ば
、
甲
湾
坊
は
単
に
軍
器
を
作
る
魚
の
機
関
に
過
ぎ

(
国
)

ず
、
軍
器
を
牧
識
す
る
震
に
は
ま
た
別
に
、
武
庫
の
系
統
が
こ
れ
を
管
掌
し
た
。
『
新
唐
音
一
回
』
巻
四
八

(

口

)

西
京
の
武
庫
と
い
う
機
構
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
武
徳
東
門
の
武
庫
で
あ
ろ
う
。

貞
親
元
年
、

軍
器
大
監
を
罷
め
て
少
監
を
置
く
。

後
之
を
省
き
、

其
の
地
を
以
て
少
府
監
に
隷

南
京
武
庫
署
、
武
器
署
に
よ
る
と
、

『
唐
曾
要
』
巻
六
六

軍
器
監

西
京
軍

- 124ー

器
庫
の
僚
に
、

貞
元
四
年
二
月
、
武
徳
東
門
自
り
垣
を
築
き
、

軍
式
の
器
械
は
軍
器
使
に
隷
す
。

在
(
左
)
戴
庫
の
北
を
約
し
て
宮
城
の
東
垣
に
属
く
。
是
に
於
て
武
庫
遂
に
麿
す
。
其
の

と
あ
り
、
貞
元
四
年
に
武
徳
東
門
の
武
庫
が
慶
さ
れ
、
軍
器
が
軍
器
使
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
史
書
か
ら
推
す
に
、

(
見
)

の
性
質
は
相
蛍
似
か
よ
っ
た
も
の
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
武
徳
使
の
名
前
と
性
質
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
設
置
は
武
徳
東
門
の
武
庫
と
関
係
が
あ

「武
徳
」

「
軍
器
」
一一使

り
、
外
廷
の
官
職
と
し
て
、
内
廷
の
軍
器
使
に
劃
麿
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
憲
宗
元
和
年
聞
に
吐
突
承
催
が
紳
策
護
軍
中
尉
か
ら
軍
器
使
に
毘

ま
た
宣
宗
大
中
年
聞
に
吐
突
士
障
が
軍
器
使
か
ら
紳
策
軍
中
尉
に
昇
進
し
た
例
も
あ
る
〈
附
表
参
照
)
。
な
お
、

め
ら
れ
た
例
が
あ
り
、

一
九
八

二
年
西
安
東
郊
郭
家
灘
よ
り
出
土
し
た
李
敬
貫
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
軍
器
使
の
地
位
は
翰
林
、
理
林
、
内
園
等
の
使
よ
り
高
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

d
、
弓

箭

庫

使



弓
箭
庫
使
の
前
身
は
『
事
物
紀
原
』
巻
六

(

鉛

〉

内
諸
庫
使
で
あ
る
。
内
諸
庫
と
言
う
か
ら
に
は
、
弓
箭
以
外
に
も
多
種
の
兵
器
が
貯
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
高
力
士
残

碑
に
よ
る
と
、
天
賓
末
年
の
内
弓
箭
庫
は
す
で
に
諸
庫
か
ら
濁
立
し
、
専
ら
官
官
の
使
職
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
敬
宗
期
に
染
工
張
留
が
観
を

起
こ
し
た
際
、
左
銀
蓋
門
に
潜
入
し
、
決
に
清
思
殿
(
大
明
宮
の
東
側
)
、
弓
箭
庫
を
経
た
と
い
い
、
こ
の
こ
と
か
ら
内
弓
箭
庫
の
お
お
よ
そ
の

(

幻

)

所
在
地
は
推
測
さ
れ
る
。
元
和
末
年
の
吐
突
承
催
や
敬
宗
賓
暦
年
聞
の
貌
簡
弘
な
ど
が
弓
箭
庫
使
か
ら
紳
策
中
尉
に
準
ん
だ
こ
と
か
ら
見
て
、

軍
器
使
と
同
様
の
橿
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
(
附
表
参
照
〉
。
憲
宗
元
和
六
年
十
一
月
の
僚
、
胡
三
省
の

註
に
、

東
西
使
班
部

弓
箭
の
篠
に
引
く
鴻
鑑
『
績
事
始
』
に
よ
れ
ば
、
開
元
か
ら
天
賓
に
か
け
て
の

『
逼
鑑
』
巻
二
三
八

唐
の
内
諸
司
使
、
弓
箭
庫
使
は
軍
器
庫
使
の
下
に
在
り
。

と
あ
り
、
軍
器
庫
使
よ
り
は
下
に
位
置
し
た
と
さ
れ
る
。

一方、

『
加
府
元
亀
』
巻
六
六
五

内
臣
部

恩
寵
の
記
事
、
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(
敬
宗
長
慶
四
年
正
月
)
己
卯
、
南
軍
中
尉
・
植
密
・
飛
龍
・
弓
箭
等
の
使
及
び
諸
供
奉
官
に
錦
綜
金
銀
器
を
賜
う
こ
と
差
有
り
。

ゃ
、
同
巻
同
部
の
丈
宗
賓
暦
二
年
の
箇
所
、

右
軍
中
尉
梁
守
謙
に
食
貫
封
三
百
戸
を
増
し
、
左
軍
中
尉
説
筒
弘
は
階
を
開
府
儀
同
三
司
に
進
め
、

進
、
弓
箭
庫
使
崖
檀
峻
は
上
将
軍
を
加
う
。
並
び
に
功
を
賞
す
る
な
り
。

植
密
使
楊
承
和
、

飛
龍
使
章
元
素

『
唐
舎
要
』
巻
七
二
に
、
文
宗
・
宣
宗
期
に
皇
城
の
諸
衛
諸
司
や
京

(
忽
〉

城
の
坊
市
な
ど
の
弓
箭
・
長
万
・
利
器
な
ど
を
全
て
弓
箭
庫
或
い
は
軍
器
使
に
牧
め
る
旨
の
敷
が
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
京
城
の
武
器
を
雨

庫
が
管
理
し
て
い
た
こ
と
は
、
唐
後
期
の
弓
箭
庫
使
・
軍
器
庫
使
の
高
い
地
位
を
支
え
る
重
要
な
背
景
と
な
っ
た
。
一
九
五
五
年
西
安
西
郊
小

土
門
村
か
ら
出
土
し
た
李
令
崇
墓
誌
の
作
者
で
あ
る
内
弓
箭
庫
副
使
李
麿
坤
、
一
九
八
七
年
快
西
省
扶
風
法
門
鎮
で
護
見
さ
れ
た
法
門
寺
地
宮

の
前
室

q
uご
に
記
さ
れ
て
い
る
内
弓
箭
使
左
街
上
将
軍
劉
従
買
な
ど
の
名
、
等
々
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
唐
末
艶
宗
・
信
宗
朝
に
至
る

(
m
A
)
 

ま
で
、
内
弓
箭
使
は
依
然
と
し
て
活
設
に
内
廷
で
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
記
事
か
ら
、
比
較
的
顕
要
の
使
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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(2) 

詔
令
と
儀
瞳
に
関
わ
る
も
の

-
|
枢
密

・
宜
徽

・
閤
門
・

客
省

・
鴻
艦
躍
賓
等
使
|
|

君
主
の
権
力
の
高
ま
り
に
庭
じ
て
、
大
明
宮
に
お
け
る
詔
令
と
儀
瞳
を
司
る
機
関
も
護
展
し
て
い
っ
た
。
君
主
の
意
志
を
外
に
俸
達
す
る
こ

れ
ら
の
存
在
は
皇
帝
と
外
廷
の
臣
僚
と
の
関
係
を
次
第
に
疎
遠
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

a
、
植

密

使

佐
伯
富
氏
が
指
摘
し
た
如
く
、
代
宗
永
泰
二
年
に
設
置
さ
れ
た
橿
密
使
の
職
務
は
臣
僚
の
上
奏
を
受
理
し
、
天
下
の
機
密
を
預
聞
す
る
こ
と

(
川
品
)

に
あ
り
、
徳
宗
期
か
ら
兵
樺
政
権
の
商
権
を
掌
握
し
た
君
主
の
擢
限
を
代
表
す
る
官
職
と
な
っ
て
い
た
。

『
文
献
逼
考
』
巻
五
八

職
官
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極
密
院
の
僚
に
、

唐
代
宗
永
泰
中
、
内
極
密
使
を
置
き
、
始
め
て
富
者
を
以
て
之
と
篤
す
。
初
め
司
局
を
置
か
ず
、
但
だ
屋
三
極
の
文
書
を
貯
す
る
有
る
の

み
。
其
の
職
掌
は
惟
だ
表
奏
を
承
受
し
て
内
中
に
於
て
進
呈
し
、
若
し
人
主
庭
分
す
る
所
有
れ
ば
、

即
ち
中
書
門
下
に
宣
付
し
て
施
行
せ

し
む
る
の
み
。
永
泰
中、

官
官
董
廷
秀
、
植
密
の
事
を
参
掌
す
。
元
和
中、

劉
光
埼

・
梁
守
謙
、
橿
密
使
震
り
。
長
慶
中
、
王
守
澄、

橿

密
の
事
を
知
す
。
蓄
と
、
左
右
軍
容
、
多
く
入
り
て
橿
密
と
震
る
。
亦
た
親
事
の
臆
無
し
。
後
、
信

・
昭
の
時
、
楊
復
恭

・
西
門
季
元
、

宰
相
の
擢
を
奪
わ
ん
と
欲
し
、
乃
ち
堂
肢
の
後
に
於
て
帖
黄
も
て
公
事
を
指
揮
す
。
此
れ
其
の
始
め
な
り
e

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
政
治
に
全
面
的
に
容
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
信
宗

・
昭
宗
の
頃
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
代
宗
期
か
ら
穆
宗
期

に
至
る
ま
で
は
患
な
る
侍
達
機
関
に
過
ぎ
ず
、
機
密
に
参
興
し
た
と
し
て
も
顧
問
に
藤
じ
る
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
植
密
院

昭
宗
天
復
三
年
正
月
戊
申
の
僚
の
「
橿
密

『
通
鑑
』
巻
二
六
二

は
設
置
の
始
め
に
は
、

か
な
り
簡
単
な
機
構
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

『
遁
鑑
』
巻
二
六

上
下
院
(
東
西
院
)
」
と
の
記
述
か
ら
考
え
れ
ば
、

の
ち
徐
々
に
多
種
の
機
闘
を
含
む
も
の
に
護
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。



昭
宗
天
復
元
年
正
月
丙
午
の
篠
及
び
胡
註
に
、

放
す
ら
く
、
近
年
宰
臣
の
延
英
に
事
を
奏
す
る
や
、
極
密
使
側
に
侍
し
、
争
論
す
る
こ
と
紛
然
た
り
。
既
に
出
ず
る
や
、
又
上
旨
未
だ
允

さ
れ
ず
と
稽
し
て
復
た
改
易
す
る
有
り
、
擢
を
接
げ
政
を
観
せ
り
。
自
今
並
び
に
大
中
の
蓄
制
に
依
り
、
宰
臣
の
事
を
奏
し
畢
る
を
倹
ち

て
方
め
て
升
殿
し
て
公
事
を
承
受
す
る
を
得
、
(
胡
註
日
大
中
の
故
事
、
凡
そ
宰
相
の
延
英
に
射
す
る
や
、
雨
中
尉
先
ず
降
り
、
植
密
使

お

わ

旨
を
股
西
に
候
つ
。
宰
相
事
を
奏
し
己
畢
り
て
、
橿
密
使
案
前
に
事
を
受
く
。
)

と
あ
る
。
宣
宗
大
中
年
聞
に
於
い
て
は
宰
相
が
上
奏
す
る
際
、
左
右
紳
策
中
尉
と
植
密
使
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

上
奏
後
に
は
じ
め
て

橿
密
使
は
公
事
を
承
る
こ
と
が
出
来
た
。

り
、
宰
相
の
上
奏
の
堂
帖
の
後
に
黄
紙
を
貼
っ
て
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
は
宣
旨
の
前
に
そ
れ
を
訂
正
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ

(

お

〉

た
。
左
右
神
策
中
尉
と
共
に
「
四
貴
」
と
稽
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

昭
宗
期
に
な
る
と
、

奏
事
の
聞
も
一
帝
王
の
側
に
侍
り
、

政
事
を
議
論
す
る
よ
う
に
な

b
、
宣

徽

使
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植
密
同
様
、
設
置
嘗
初
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
た
め
か
、
宣
徽
使
の
設
置
の
本
末
は
明
ら
か
で
な
い
。
が
、
や
が
て
職
掌
の
増
加
と
共

に
植
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
『
文
献
逼
考
』
巻
五
八
職
官
一
二
宣
徽
院
の
僚
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

按
ず
る
に
植
密
・
宣
徽
院
は
皆
な
唐
よ
り
始
ま
る
。
然
れ
ど
も
唐
の
職
官
志
及
び
舎
要
は
略
し
て
建
置
の
本
末
を
言
わ
ず
。
蓋
し
粛
・
代

な
ん

以
後
、
特
に
此
の
官
を
設
け
て
以
て
富
者
を
慮
く
も
、
其
の
初
亦
た
甚
の
司
存
の
職
業
無
き
に
因
り
、
放
に
史
の
載
せ
ざ
る
所
な
り
。
其

の
後
富
者
の
勢
い
日
ご
と
に
盛
ん
な
る
に
及
ん
で
は
、
則
ち
此
の
二
官
日
ご
と
に
等
し
。

こ
こ
で
は
宣
徽
使
が
「
粛
・
代
以
後
」
に
設
置
さ
れ
た
と
述
べ
る
が
、
『
入
理
室
金
石
補
正
』
巻
七

O

宮
闇
令
西
門
珍
墓
誌
に
見
え
る
「
大

暦
の
末
、
宣
徽
に
躍
居
」
す
と
い
う
記
事
が
宣
徽
官
職
の
初
見
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
形
成
期
が
代
宗
晩
期
以
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は

(
叩
山
〉

確
認
で
き
る
。
宣
徽
院
の
所
在
地
は
大
明
宮
の
宣
徽
肢
で
あ
ろ
う
。
そ
の
職
掌
は
『
文
献
遁
考
』
巻
五
人
に

633 
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唐
宣
徽
南
北
院
使
を
置
く
。
副
使
有
り
:
;
:
内
諸
司
及
び
三
班
内
侍
の
籍
、
郊
記
、
朝
倉
、
宴
饗
、
供
帳
の
+
与
を
総
領
す
。

と
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
出
土
し
た
文
物
に
も
宣
徽
関
係
の
も
の
が
あ
る
。

(

お

〉

九
七
九
年
西
安
西
郊
で
出
土
し
た
銀
酒
注
な
ど
の
器
物
に
記
さ
れ
た

「宣
徽
酒
坊
」
は

「宴
饗
」
を
掌
る
部
門
に
相
蛍
し
、
西
安
西
郊
出
土
の

(
m
U
)
 

李
敬
貫
墓
誌
に
見
え
る
「
宣
徽
庫
家
」
は
使
臣
の
「
供
帳
の
事
」
を
掌
る
部
円
で
あ
っ
た
。
同
人
の
任
ぜ
ら
れ
た

「宣
徽
鷹
鶴
使
」
は
五
坊
の

(

ω

)

(

幻
)

珍
禽
の
一
部
を
司
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に

「宣
徽
含
光
使
」
、

(
幻
)

一
九
五
八
年
快
西
省
耀
豚
で
出
土
し
た
銀
碗

先
述
の
「
宣
徽
小
馬
坊
」
等
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

極
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
徐
度
『
卸
掃
編
』
巻
下
に
、

宜
徽
使
、
本
唐
富
者
の
官
、

そ
の
組
織
は

放
に
其
の
掌
る
所
皆
演
細
の
事
な
り
。
本
朝
(
宋
朝
)
更
め
て
土
人
を
用
い
・
:
・
:
然
れ
ど
も
其
の
職
、
猶
お

多
く
唐
の
曹
に
因
る
。

霊
臣
に
新
火
を
賜
い
及
び
諸
司
使
よ
り
崇
班
・
内
侍
・
供
奉
・
諸
司
工
匠
・
兵
卒
に
至
る
ま
で
の
名
籍
、
及
び
三

班
以
下
の
遜
補

・
恒
故

・
鞠
劾
、
春
秋
及
び
聖
節
の
大
宴
、
節
度
迎
授
の
恩
命
、
:
:
:
内
外
準
奉
の
名
物
、
教
坊
伶
人
歳
給
の
衣
帯
、
郊

と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
宋
代
の
宣
徽
使
の
管
掌
す
る
所
も
参
考
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『
東
観
奏
記
』
巻
下
に
、
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御
股
、
朝
謁
謹
容
、
賜
醐
、
園
思
、

諸
司
使
下
別
籍
分
産
、
諸
司
工
匠
休
偲
の
類
:
:
:
。

上
(
宣
宗
)
大
漸
、

内
極
密
使
王
師
長
・
馬
公
儒
・

宣
徽
上
院
使
王
居
方
に
顧
命
し
、

襲
王
嘗
壁
を
以
て
託
を
篤
す
。
三
内
臣
皆
上
の
素

よ
り
恩
信
す
る
所
の
者
な
り
。
泣
き
て
命
を
受
く
。
時
に
右
軍
中
尉
王
茂
玄
、

心
に
亦
た
上
に
感
ず
。
左
軍
中
尉
王
宗
寅
、
素
よ
り
同
ぜ

ず
。
師
長

・
公
儒

・
居
方
之
を
患
い
、
乃
ち
詔
を
矯
め
、
宗
買
を
出
し
て
准
南
監
軍
使
と
帰
す
。
宣
化
門
に
命
を
受
け
、
柏
村
に
右
銀
蓋
門

由
り
出
で
ん
と
す
。
:
:
:
宗
賞
、
居
方
を
叱
し
て
下
ら
し
め
、
責
む
る
に
矯
詔
を
以
て
す
。
皆
捧
足
し
て
命
を
乞
う
。
宣
徽
北
院
使
湾
元

簡
を
遁
し
て
郡
王
を
藩
邸
よ
り
迎
え
し
め
て
即
位
せ
し
む
、
是
れ
艶
宗
漏
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
橿
密
使
と
共
に
上
旨
の
俸
達
に
摘
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

c
、
閤

r~ 

使



閤
門
使
は
、
憲
宗
元
和
年
聞
に
は
既
に
存
在
し
、
外
廷
の
大
臣
を
御
殿
に
導
き
、
朝
班

・
諸
躍
儀
を
管
掌
し
た
。

東
西
上
閤
門
、
使
副
使
の
僚
の
、

園
朝
(
宋
朝
〉
、
閤
門
使

・
副
使
、
乗
輿
に
供
奉
し
、
朝
舎

・
遊
幸

・
大
宴

・
及
び
親
王
・
宰
相
・
百
寮

・
蕃
客
の
朝
見
酔
を
賛
引
し
、
失

儀
を
糾
弾
す
る
を
掌
る
。

『
職
官
分
紀
』
巻
四
四

(
m
M
)
 

と
い
う
記
事
の
職
掌
と
大
差
あ
る
ま
い
。
閤
門
は
前
股
か
ら
便
般
に
通
ず
る
東
西
の
門
で
あ
り
、
大
明
宮
の
宣
政
殿
に
も
太
極
殿
同
様
に
東
西

〈

お

)

閤
門
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

『
新
五
代
史
』
各
五
四

雑
俸
の
李
瑛
俸
に
、

唐
の
故
事
、
天
子
日
ご
と
に
殿
に
御
し
て
霊
巨
に
見
ゆ
る
を
常
参
と
日
ぅ
。
朔
望
に
食
を
諸
陵
由
殺
に
薦
め
、
思
慕
の
心
有
り
、
前
殿
に
臨

む
能
わ
ず
ん
ば
、
則
ち
便
般
に
御
し
て
霊
臣
に
見
ゆ
る
を
入
閣
と
日
ぅ
。
宣
政
は
前
股
な
り
、
之
を
街
と
調
う
。
街
に
佼
有
り
。
紫
震
は

便
殿
な
り
、
之
を
閤
と
謂
う
。
其
の
前
殴
に
御
さ
ず
し
て
紫
震
に
御
す
る
や
、
乃
ち
正
街
自
り
伎
を
喚
び
、
閤
門
由
り
入
る
。
百
官
の
朝

を
街
に
侯
つ
者
、
因
っ
て
随
い
て
入
見
す
、
故
に
之
を
入
閣
と
謂
う
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
宣
政
肢
の
閤
門
か
ら
便
殿
で
あ
る
紫
震
殿
に
至
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
う
ち
特
に
西
門
が
重
要
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

武
宗
舎
昌
元
年
間
九
月
己
亥
僚
の
胡
註
に
、

『通

鑑
』
巻
二
四
六

唐
徳
宗
自
り
以
後
、

お
お
む

葦
臣
の
封
を
延
英
に
乞
わ
ん
と
す
る
や
、
率
ね
延
英
門
に
於
て
劉
せ
ん
こ
と
を
請
う
。

年
、
詔
し
て
西
上
閤
門
西
廊
内
に
便
門
を
聞
き
、
以
て
宰
臣
の
間
中
自
り
延
英
に
赴
く
の
路
を
遁
ぜ
し
む
。

舎
要
に
日
く
、

元
和
十
五

と
あ
る
よ
う
に
、
群
臣
の
入
封
が
延
英
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
叉
『
嘗
唐
蓄
』
巻
二

O
下

京
一
帝
紀

天
枯

年
四
月
戊
午
の
僚
に
、

敷
す
ら
く
、
東
上
閤
門

・
西
上
閤
門
は
、
比
常
の
出
入
は
、
東
上
を
以
て
先
と
篤
し
、
大
忌
の
準
名
は
、
即
ち
西
上
閤
門
を
便
と
帰
す
。

ち
か比

ご
ろ
閤
官
権
を
撞
に
す
る
に
因
り
、
乃
ち
陰
陽
を
以
て
位
を
取
り
、
南
面
を
思
わ
ず
、
但
だ
西
門
を
啓
く
。
遡
来
相
承
け
、
未
だ
更
改

た
が

を
議
せ
ず
。
其
の
稽
謂
を
詳
す
る
に
、
蓄
規
に
爽
う
に
似
た
り
。
今
年
五
月
一
日
よ
り
後
、
常
朝
の
出
入
は
、
東
上
閤
門
を
取
り
、
或
い
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は
奉
慰
に
遇
わ
ば
、
即
ち
西
上
関
門
を
聞
き
、
永
く
定
制
と
魚
す
。
所
司
に
付
せ
。
と
。

と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
官
官
の
方
位
に
か
な
う
西
上
閤
門
を
聞
く
と
い
う
奮
例
は
、
徳
宗
期
か
ら
昭
宗
・
京
一
帝
期
に
か
け
て
絶
え
ず
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
末
京
一
帝
一
天
祐
二
年
五
月
に
至
っ
て
、
再
び
東
上
閤
門
が
常
朝
の
閤
門
と
さ
れ
、
西
上
閤
門
と
そ
の
地
位
を
替
え
た
の

で
あ
る
。
ま
た
閤
門
使
が
四
方
の
章
表
の
進
呈
も
行
っ
た
こ
と
は
、
『
、
通
鑑
』
巻
二
三
九
憲
宗
元
和
八
年
正
月
丁
酉
の
僚
、

と
ど

司
空
・
同
卒
章
事
子
頗
、
久
し
く
長
安
に
留
ま
る
も
欝
穆
と
し
て
志
を
得
ず
。
梁
正
言
な
る
者
有
り
、
自
ら
言
え
ら
く
、
植
密
使
梁
守
謙

と
同
宗
た
り
、
能
く
人
の
震
に
腐
請
す
と
。
頓
其
の
子
太
常
丞
敏
を
し
て
重
く
正
言
に
賂
せ
し
め
、
出
鎮
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
之
を
久
し

あ
ら

く
し
て
、
正
言
が
詐
り
漸
く
露
わ
る
。
敏
其
の
賂
を
索
む
る
も
得
ず
、
其
の
奴
を
誘
い
て
之
を
支
解
し
、
潤
中
に
棄
つ
。
事
費
わ
れ
、
頓

其
の
子
殿
中
少
監
季
友
等
を
帥
い
、
素
服
し
て
建
一隅
門
に
詣
っ
て
罪
を
請
う
。
門
者
内
れ
ず
。
退
き
て
南
絡
を
負
う
て
立
ち
、
人
を
遣
わ

し
て
上
表
せ
し
む
。
閤
門
印
引
無
き
を
以
て
受
け
ず
。
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及
び
、
同
書
巻
二
五
二

龍
宗
威
逼
十
三
年
五
月
の
僚
の
記
事
、

園
子
司
業
意
肢
裕
、
閤
門
に
詣
っ
て
郭
淑
妃
の
弟
、
内
作
坊
使
敬
述
の
陰
事
を
告
ぐ
e

上
大
い
に
怒
り
、
肢
裕
を
杖
殺
し
、
其
の
家
を
籍

捜
す
。
乙
亥
、
閤
門
使
回
献
錯
は
、
紫
を
奪
い
、
橋
陵
使
に
改
む
。
其
の
肢
裕
の
肢
を
受
く
る
を
以
て
の
故
な
り
。

な
ど
に
よ
り
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

d
、
客

省、

使

鴻
蹄
寺
の
傑
に
、

『
唐
舎
要
』
巷
六
六

大
暦
四
年
七
月
、
訪
問
し
て
客
省
に
給
す
る
の
康
を
罷
む
、
歳
ご
と
に
一
高
三
千
餅
な
り
。
永
泰
己
後
、
盆
，
R

事
多
き
を
以
て
、

四
方
の
奏

計
、
或
い
は
連
歳
遁
わ
さ
ず
。
何
お
、
右
銀
蓋
門
に
於
て
客
省
を
置
き
、
以
て
之
を
居
く
。
書
を
上
り
て
事
を
言
う
者
常
に
百
徐
人
、
蕃

戎
賂
吏
も
又
、
敷
十
百
人
、
其
の
費
甚
し
き
な
り
。
是
に
至
り
て
皆
罷
む
。



と
あ
り
、
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
二
一
三

師
道
惹
り
、
(
大
将
星
)
承
度
を
遣
わ
し
て
京
師
に
詣
ら
し
め
、
:
:
:
承
度
命
を
客
省
に
待
ち
、
敢
え
て
は
還
ら
ず
。

李
師
道
俸
に
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
客
省
使
は
大
明
宮
の
右
銀
蓋
門
に
供
職
し
、
閤
門
使
と
同
じ
よ
う
に
外
廷
の
奏
一
章
を
受
け
入
れ
て
君
主
の
慮
分
を

俸
え
る
の
が
そ
の
役
目
で
あ
っ
た
が
、
制
到
象
は
主
に
地
方
の
武
臣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

に
進
呈
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
客
省
使
と
閤
門
使
と
の
関
係
は
か
な
り
緊
密
で
あ
っ
た
。

篠
及
び
胡
註
に
、

一
方
大
臣
の
奏
章
も
、

『
、
遁
鑑
』
巻
二
六
三

ま
ず
客
省
使
を
経
て
閤
門

昭
宗
天
復
三
年
正
月
甲
子
の

(
昭
宗
)
車
駕
鳳
朔
を
出
で
て
、
全
忠
が
替
に
幸
す
。
全
忠
素
服
し
て
、
罪
を
待
つ
。
客
省
使
に
命
じ
旨
を
宣
ベ
て
罪
を
樟
か
し
む
(
胡

註
ぃ
時
に
客
省
使
、
蓋
し
閤
門
の
事
を
通
知
す
。
故
に
旨
を
宣
べ
て
罪
を
緯
か
し
む
)
。

と
記
す
よ
う
に
、
唐
末
の
賞
力
者
朱
全
忠
も
、
手
績
き
を
踏
ん
で
、
客
省
使
を
通
じ
て
君
主
に
謝
罪
し
て
い
る
。

e

、

鴻

腫

薩

賓

使
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鴻
腫
寺
に
属
す
る
躍
賓
院
と
い
う
官
司
は
四
夷
の
朝
貢
・
接
待
を
司
っ
た
。
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
七
か
ら
巻
四
三

O
に
か
け
て
の
翰
林
制

詔
に
見
ら
れ
る
敬
宗
賓
暦
元
年
、
文
宗
太
和
三
年
、
武
宗
舎
昌
五
年
、
宣
宗
大
中
元
年
な
ど
の
程
杷
赦
書
の

あ
ら
ゆ

鴻
蝿
櫨
賓
使
の
躍
る
域
内
に
在
る
の
蕃
客
等
、
各
々
賜
物
有
り
。

と
い
う
記
述
が
こ
れ
を
一
示
す
。
使
職
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

『
唐
禽
要
』
巻
六
六
鴻
膿
寺
の
僚
に
、

(
天
賓
)
十
三
載
二
月
二
十
七
日
、
瞳
賓
院
今
自
り
後
、
宜
し
く
鴻
臓
を
し
て
勾
嘗
検
校
せ
し
む
べ
し
。
:
:
:
元
和
九
年
六
月
、
躍
賓
院

を
長
輿
里
の
北
に
置
く
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
元
和
頃
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
代
宗
永
泰
年
聞
に
官
官
魚
朝
恩
が
鴻
臆
躍
賓
・
内
飛
龍
・
閑
廠
等
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
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を
見
る
と
、
そ
の
時
期
は
更
に
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
後
、
憲
宗
期
の
李
輔
光
、
敬
宗
期
の
劉
弘
規
、
文
宗
期
の
康
約
言
、
宣
宗
期
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の
田
紹
宗
な
ど
の
任
官
事
例
が
見
ら
れ
る
(
附
表
失
畠
U
。

(3) 

諸
作
坊
闘
連
の
も
の

|
|
中
向
使

・
五
作
坊
使

・
内
作
坊
使
・
内
八
作
使
そ
の
他
l
ls

軍
器

・
装
飾
品

・
染
織
等
を
つ
く
る
内
廷
の
工
場
で
あ
っ
た
作
坊
は
嘗
初
少
府
監
、
賂
作
監
の
管
轄
だ
っ
た
が
、

や
が
て
こ
れ
も
官
官
に
掌

握
さ
れ
る
。

a
、
中

向

使

作
坊
閥
連
の
諸
使
の
な
か
で
も
比
較
的
早
く
官
官
の
管
轄
下
に
入
っ
た
の
は
中
向
使
だ
っ
た
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
『
唐
曾
要
』
巻
六
六

武
徳
の
初
め
、
兵
革
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
を
以
て
、
軍
器
監
を
置
き
、
少
府
監
を
鹿
す
。
貞
親
元
年
正
月
、
太
府
の
中
向
方
・
左
向
方

・
右

向
方

・
織
染
方
・
掌
冶
方
の
五
署
を
分
か
ち
て
少
府
監
を
置
く
。
将
作

・
園
子
と
逼
じ
て
三
監
と
篤
す
。
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少
府
監
の
僚
に
、

さ
ら
に
同
僚
に
、

中
向
署
。
本
中
向
方
、
天
后
の
時
、
方
字
を
去
り
、
監
競
を
避
く
。
開
元
以
来
、
別
に
中
向
使
を
置
き
、
以
て
進
奉
雑
作
を
検
校
す
。
多

く
少
府
監
及
び
諸
司
高
口
聞
を
以
て
之
と
帰
す
。

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
職
掌
に
簡
単
に
鰯
れ
る
の
み
だ
が
、

令

一
人
、
従
七
品
下
。

『
新
暦
書
』
巻
四
八

百
官
志
三

中
向
署
の
僚
の

丞
二
人
、
従
入
品
下
。
郊
杷
の
圭
壁
を
供
し
、
及
び
天
子
の
器
玩

・
后
妃
の
服
飾
の
彫
文
錯
綜
の
制
を
掌
る
。

と
い
う
記
事
で
補
足
で
き
る
。

『通
典
』
巻
二
七

中
向
署
。
:
:
:
中
・
左

・
右
三
向
署
有
り
、
:
:
:
(
中
暑
は
宮
内
の
営
造
雑
作
を
掌
り
、
左
暑
は
車
輩
・
鰍
扇

・
謬
漆
、

職
官
九

少
府
監
の
僚
に
、

蜜
鍛
曲
一
寸
の
作
を
掌
り
、

右



署
は
皮
毛
謬
墨
の
雑
作
・
席
薦
等
の
事
を
掌
る
。
〉

織
染
署
。
:
:
:
惰
に
司
織
・
司
染
の
二
署
有
り
、
場
一
帝
合
し
て
織
染
一
暑
と
篤
す
、
組
綬
・
綾
錦
・
冠
慣
を
織
妊
し
、
弁
び
に
染
色
等
を

掌
ら
し
む
。
大
唐
之
に
因
る
。

掌
冶
署
O

i
---
金
銀
銅
識
を
造
錯
し
、
琉
璃
玉
作
を
塗
飾
す
る
等
の
事
を
掌
る
。

と
五
署
の
職
務
を
述
べ
る
が
、
専
ら
官
官
、
少
府
監
等
を
以
て
中
向
使
に
任
じ
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
中
向
の
官
鹿
が
も
っ
と
も
重
要
な
地
位

(
泌
)

を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
文
苑
英
華
』
の
敬
宗
期
か
ら
宣
宗
期
に
か
け
て
の
赦
書
に
い
ず
れ
も
「
少
府
勝
作
・
内
中
向
」
と
述
べ
、
中

向
は
外
廷
の
少
府
、
勝
作
等
の
職
掌
と
劃
躍
す
る
、
内
廷
の
類
似
の
機
構
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

b
、
五
作
坊
使
、
内
作
坊
使
、
内
八
作
使
そ
の
他

(

川

品

〉

(

お

)

内
八
作
使
を
始
め
と
し
て
作
坊
関
係
の
諸
使
も
次
々
と
現
れ
た
。
劉
元
向
が
中
山
間
使
と
五
作
坊
使
を
品
来
任
し
た
こ
と
か
ら
も
、
少
府
・
勝
作

葬
の
僚
に
、
明
器
を
作
成
す
る
「
五
作
及
工
匠
之
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『
唐
舎
要
』
巻
三
八

(

お

)

徒
」
が
見
え
る
が
、
明
器
作
成
は
終
作
監
所
属
の
左
校
署
の
職
掌
だ
っ
た
。
し
か
し
、
賂
作
監
と
少
府
監
の
職
務
は
近
似
し
て
お
り
、

作
」
、
「
五
作
」
は
少
府
監
系
統
を
も
引
く
と
見
ら
れ
る
。
中
向
方
を
除
く
四
方
や
、
武
后
期
の
少
府
監
に
設
け
ら
れ
た
綾
錦
坊
、
玄
宗
期
の
甲

湾
諸
方
、
髭
坊
、
謹
坊
、
染
坊
、

(
初
出
〉

轄
下
の
機
構
と
な
っ
た
ろ
う
。

系
統
か
ら
分
出
し
た
使
職
が
徐
々
に
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

J¥ 

金
銀
作
坊
な
ど
の
諸
方
諸
坊
も
「
八
作
・
坊
」
、

「
五
作
・
坊
」
に
流
れ
こ
み
、

後
に
そ
れ
ぞ
れ
諸
使
の
管

以
上
の
推
測
は
、
内
作
坊
使
の
成
立
過
程
か
ら
も
裏
附
け
ら
れ
る
。
軍
器
や
銭
物
の
鋳
遣
を
司
っ
た
内
作
坊
使
は
『
唐
曾
要
』
巻
六
六

勝

作
監
の
僚
に
、

639 

そ

も

そ

も

ま

さ

よ

る

た

だ

ち

天
質
四
裁
四
月
穀
す
ら
く
。
勝
作
監
置
く
所
の
、
且
合
に
嘗
司
本
色
人
を
取
り
て
直
に
充
つ
べ
き
者
は
、
宜
し
く
卸
に
筒
揮
震
遣
す
ベ

み
だ
り

し
。
内
作
の
使
奥
も
、
亦
た
輔
に
外
司
人
を
取
り
て
充
つ
る
を
得
ざ
れ
。
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と
述
べ
、

『
新
唐
書
』
巻
四
八
百
官
志
少
府
監
の
僚
に

綾
錦
坊
巧
見
三
百
六
十
五
人
、
内
作
使
綾
匠
八
十
三
人
、
披
庭
綾
匠
百
五
十
人
、
内
作
巧
見
四
十
二
人

と
見
え
る
よ
う
に
、
勝
作

・
少
府
所
属
の
も
の
が
次
第
に
濁
立
し
て
官
官
の
管
轄
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
綾
錦
坊
を
綾
錦
使
、
甲
湾
坊

(
お
)

を
軍
器
使
、
艶
坊

・
茜
坊
を
艶
坊
使

・
謹
坊
使
、
染
坊
を
染
坊
使
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
に
管
掌
し
た
の
で
、
諸
作
坊
を
統
べ
る
使
職
は
衣
第
に
見

え
な
く
な
っ
た
。

c
、
文

思

院

使

文
恩
院
使
の
成
立
に
つ
い
て
、

『
唐
舎
要
』
巻
五

O

雑
記
の
僚
に
、

敷
し
て
望
仙
蓋
を
改
め
て
文
思
院
と
震
す

P

始
め
舎
昌
中
、
武
宗
神
仙
の
事
を
好
み
、
大
明
宮
に
子
て
蓋
を

築
き
、
披
し
て
望
仙
と
日
う
。
上
即
位
す
る
に
及
ん
で
、
趨
蹄
員
を
殺
し
、
以
て
其
の
弊
を
懲
す
。
是
年
復
た
命
じ
て
之
を
葺
せ
し
む
。

(
宣
宗
大
中
)
八
年
八
月
、

-134ー

右
補
閥
陳
蝦
抗
論
す
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
修
替
を
罷
む
。
遂
に
改
め
て
文
恩
院
と
震
す
。

す奮
。制

朝
官
を
以
て
充
つ
。

職
官
志
五

九
そ
進
御
器
玩

・
后
妃
服
飾

・
彫
文
錯
綜
の
工
巧
の
事
は

『
宋
史
』
巻
一
六
五

少
府
監
の
僚
の

と
述
べ
る
。
そ
の
職
務
は
史
料
に
説
明
が
な
い
が
、

剣
監
事

一
人、

文
思
院
後
苑
造
作
所
に
分
隷

同
巻
、
文
思
院
の
僚
の

金
銀
犀
玉
の
工
巧
の
物
・
金
采
給
素
装
銅
の
飾
を
造
り
、
以
て
輿
輩
珊
賓
法
物
、
九
て
器
服
の
用
を
供
す
る
を
掌
る
。

と
い
う
記
事
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
使
臣
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
映
西
法
門
寺
地
宮
か
ら
出
土
し
た
銀
金
花
茶
曜
子
の
底
部
の
聖
文
の

(
m
m
〉

威
遁
十
年
、
文
恩
院
造
、
銀
金
花
茶
確
子

一
枚
、
共
重
廿
九
雨
、
匠
臣
部
元
審
、
作
官
臣
李
師
存
、
剣
官
高
品
臣
呉
弘
強
、
使
臣
能
順
。

ゃ
、
銀
塗
金
盟
蓋
の

三
足
の
内
側
の
重
文
の



〈

州

側

)

威
逼
九
年
、
文
恩
院
造
、
銀
塗
金
盟
蓋
一
隻
、
並
蓋
、
共
重
一
十
二
雨
四
銭
、
剣
官
臣
呉
弘
懇
、
使
臣
能
順
。

な
ど
か
ら
、
琵
宗
威
逼
九
年
、
十
年
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
職
務
は
「
工
巧
の
事
」
で
あ
り
、
文
物
か
ら
剣

断
し
で
も
、

庫
務
職
局
部

た
ぐ
い

唐
に
文
恩
院
有
り
。
蓋
し
天
子
内
肢
の
比
な
り
。
其
の
事
『
童
断
』
に
見
え
た
り
。
然
れ
ど
も
工
作
の
所
に
非
ず
e

と
い
う
記
事
は
誤
断
で
あ
ろ
う
(
碩
渡
議
「
唐
代
社
舎
に
お
け
る
金
銀
」
、
『
東
方
皐
報
』
京
都
、
第
六
二
加
、

『
事
物
紀
原
』
巻
七

文
恩
院
の
僚
の

一
九
九
O
年
を
参
照
)
。

な
お
大
英
国
書
館

に
牧
蔵
す
る
唐
・
回
鵠
商
圏
聞
の
交
易
に
閲
す
る
漢
文
曾
計
文
書
断
簡

(
O
円・∞
N
H
O
¥
Z
。・

E
怠
H
ω
-
E怠
〉
に
よ
る
と
、

御
や
器
物
な
ど
を
専
掌
す
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
製
品
を
工
作
す
る
た
め
の
資
材
の
調
達
を
職
務
と
し
て
い
た
の
で
、
回
鵠
の
天

(
H
U
)
 

睦
可
汗
た
ち
と
朝
貢
貿
易
を
行
う
賞
事
者
と
も
な
っ
た
。
な
お
文
思
使
、
副
使
な
ど
の
官
職
は
、
次
に
掲
げ
る
信
宗
乾
符
六
年
の
内
庫
銀
鑑
の

内
文
思
使
は
皇
一
一
帝
の
服

四
行
の
文
に
も
見
う
け
ら
れ
る
。

文
思
副
使
臣
劉
可
濡
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乾
符
六
年
内
庫
別
鋳
重
州
南文

思
使
臣
王
彦
珪

(
必
)

内
庫
使
臣
王
朝

(4) 

宮
廷
地
域
の
管
理
に
嘗
た
っ
た
も
の

ー

l
内
園
使
、
栽
接
使
、
宮
苑
等
使
|
|

使
職
は
大
明
宮
の
防
衛
の
み
な
ら
ず
、
内
廷
の
宮
苑
や
園
林
な
ど
の
事
務
を
も
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
日
常
業
務
と

し
て
、
軍
政
と
は
別
箇
の
重
要
性
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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a
、
内
国
使
、
栽
接
使

内
園
使
の
前
身
は
園
苑
使
で
あ
り
、

『
事
物
紀
原
』
巻
六

東
西
使
班
部

内
園
の
僚
に
、

李
吉
甫
『
百
司
奉
要
』
に
臼
く
、
則
天
、

園
苑
使
を
分
置
し
、

ひ
で
り

(
徳
宗
)
貞
元
十
四
年
夏
皐
す
、
果
奉
の
奏
に
内
園
使
有
り
。

後
改
め
て
内
園
と
日
う
と
。

又
日
く

司
農
に
別
に
園
苑
使
有
り
と
。

『
唐
曾
要
』
、

と
述
べ
る
よ
う
に
、
園
苑
使
は
本
来
司
農
に
司
ら
れ
た
。

(

必

)

監
の
分
掌
を
艦
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
園
苑
使
が
内
園
使
に
費
わ
っ
た
時
黙
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
代
宗
晩
期
の
王
駕
鶴
の
官
名
が
東
都

(
仏
)

宮
苑
使
で
あ
る
の
で
、
名
稿
が
改
め
ら
れ
た
の
は
代
宗
晩
期
か
ら
徳
宗
貞
元
以
前
に
か
け
て
の
あ
る
時
期
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
巌
置
定
ま

(

必

)

(

日

叩

)

ら
な
か
っ
た
が
、
文
宗
開
成
五
年
に
官
官
を
以
て
任
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
武
宗
曾
昌
元
年
に
設
置
さ
れ
た
内
苑
小
児
坊
は
、
内
園
機

「
分
置
」
と
は
東
都
と
西
京
の
南
方
に
置
か
れ
た
こ
と
を
指
し
、
東
都
・
西
京
苑
綿

」
の
地
に
栽
接
使
が
苑
総
監
か
ら
分
離
さ
れ
た
。

『
読
邪
』
巷
一

O
、
鴻
鑑
『
績
事
始
』
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
期
に
は
栽
接
使
が
既
に
存
在
し
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構
が

一
一
騎
護
達
し
て
生
ま
れ
た
下
位
機
関
で
あ
る
。

て
い
た
。
粛
宗
至
徳
年
聞
の
李
輔
園
、

文
宗
開
成
年
聞
の
王
文
幹
が
栽
接
使
任
官
の
例
で
あ
る
(
附
表
参
照
〉
。

『
通
鑑
』
巻
二
四
九

宣
宗
大

中
十
年
の
僚
に
内
園
使
李
敬
塞
が
宰
相
鄭
朗
に
逢
っ
た
時
に
馬
を
避
け
な
か
っ
た
た
め
に
罰
を
受
け
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
胡
註
は
こ
こ

(

門

出

)

で
五
代
期
に
は
内
園
栽
接
使
、
が
有
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
も
燭
れ
た
李
敬
宴
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
大
中
年
聞
に
内
園
栽
接

使
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
内
園
使
か
ら
内
園
栽
接
使
に
鑓
わ
っ
た
時
開
は
、
文
宗
期
か
ら
宣
宗
期
に
か
け
て
の
あ
る
時
期
と
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

b
、
宮
苑
使
(
五
坊
使
〉

」
れ
も
宮
苑
監
か
ら
涯
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
事
物
紀
原
』
宮
苑
の
僚
に
、



『
通
典
』
に
日
く
、
宮
苑
総
監
は
惰
自
り
置
く
。
苑
内
の
宮
館
園
池
の
こ
と
を
掌
る
。
蓋
し
宮
苑
の
職
な
り
と
。

開
元
十
九
年
、
湯
宗
慶
を
五
坊
宮
苑
使
と
帰
す
と
。
本
一
使
な
り
、
唐
末
始
め
て
之
を
分
か
つ
。
『
唐
書
』
方
鎖
表
に
日
く
、
開
元
二
十

年
、
宮
苑
使
を
置
く
:
:
:
と
。

『
唐
舎
要
』
に
目
く
、

と
見
え
、

そ
の
職
務
は
内
園
使
と
ほ
と
ん
ど
饗
わ
ら
な
い
。
た
だ
五
坊
宮
苑
使
が
、
鵬

・
鵠

・
鷹

・
鶴

・
狗
の
諸
坊
を
管
理
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、

『
唐
舎
要
』
巻
七
八

五
坊
宮
苑
使
の
僚
に
、

五
坊
と
は
、
鵬
・
鵠
・
鷹
・
鶴
・
狗
を
謂
い
て
共
に
五
坊
と
篤
す
。
宮
苑
は
、
蓄
一
使
を
以
て
之
を
掌
る
。

五
坊
使
入
り
て
内
宮
苑
使
に
隷
す
。
近
ご
ろ
叉
閑
腹
使
有
り
、
宮
苑
の
職
を
粂
ぬ
。

(
代
宗
〉
賓
庭
二
年
自
り
後
、

安
緑
山
や
至
徳
初
年
に
李
輔
園
が
こ
れ
に
任
じ
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
。

没
、
文
宗
期
の
仇
士
良
は
五
坊
使
で
あ
り
(
附
表
参
照
〉
、

(
日
目
)

係
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

ま
た

と
こ
ろ
が
、

憲
宗
期
の
楊
朝

「
唐
末
始
分
之
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
は
閑
厩
と
緊
密
な
開
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「
宮
館
園
池
」
の
管
理
と
は
貫
際
に
は
宮
禁
門
戸
の
事
務
を
も
含
む
の
で
、
こ
れ
は
南
街
に
お
け
る
皇
城
使
の
役
割
に
も
近
い
。
故
に
東
宮

の
「
諸
門
守
営
」
な
ど
の
雑
役
も
宮
苑
使
の
品
兼
務
と
な
っ
た
。
『
唐
舎
要
』
巻
六
五
閑
腹
使
の
僚
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

京
兆
府
合
に
供
す
べ
き
の
嘗
使
の
諸
門
守
嘗
の
三
衛
八
十
人
は
、
奮
例

(
文
宗
〉
太
和
九
年
十
一
月
、

み

を
准
る
に
、
京
兆
府
よ
り
諸
懸
の
百
姓
を
取
り
て
前
件
三
衡
に
供
し
、
門
伎
諸
雑
役
に
充
て
、
毎
月
交
替
す
、

は
れが

請
う
ら
く
は
、
今
年
十
二
月
従
り
起
し
、
省
い
て
供
を
停
め
、
臣
、
蛍
司
の
召
至
せ
る
子
弟
一
百
人
に
於
て
、
毎
人
毎
月
、
嘗
司
に
使
い

:
・
、
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
臣
が
管
見
を
允
さ
れ
よ
、
と
。
旨
あ
り
、
奏
に
依
れ
、
と
。

閑
廠

・
宮
苑
等
の
使
奏
す
ら
く
、

と
い
え
り
。
:
:
:
伏
し
て

う唐
と末
す昭
る宗
目天
的復

よ年
るに
も朱
の全
だ忠
つ(カL

た49~夏
。)心

の
張
廷
範

王
肢
を
そ
れ
ぞ
れ
宮
苑
使
、
皇
城
使
に
任
じ
て
い
る
の
も
首
都
全
域
に
脱
み
を
数
か
せ
よ
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(5) 

宮
廷
の
財
政
を
掌
る
内
諸
司
使

|
|
大
盈
庫
、
現
林
庫
、
盟
徳
庫
等
使
ー
ー
ー

君
主
の
享
楽
や
様
々
な
賜
物
、
用
度
な
ど
を
支
え
る
た
め
に
、
宮
廷
に
内
庫
が
設
置
さ
れ
た
。
大
盈
庫
、
理
林
庫
、
豊
徳
庫
の
諸
内
庫
は
い

ず
れ
も
官
官
に
管
轄
さ
れ
、

中
央
の
財
政
系
統
と
は
別
系
統
だ
っ
た
。

大
盈
庫
に
つ
い
て
、

『
通
鑑
』
巻
二
二
八

徳
宗
建
中
四
年
十
月
丙

午
の
僚
の
胡
註
に
衣
の
よ
う
に
述
べ
る
。

か
な

王
鋲
戸
口
色
役
使
た
り
、
財
貨
を
徴
剥
す
。
毎
歳
銭
を
進
む
る
こ
と
百
億
、
賓
貨
是
に
稽
う
。
百
賓
大
盈
庫
に
入
れ
、
以
て

人
主
の
宴
私
賞
賜
の
用
に
供
す
と
。
則
ち
玄
宗
の
時
、
巳
に
大
盈
庫
有
り
。
陸
賢
一
帝
を
諌
め
て
日
く
、
理
林
・
大
盈
は
古
え
よ
り
悉
く
其

ιれ
た

ず

の
制
無
し
。
諸
を
番
奮
の
設
に
侍
ぬ
る
に
、
皆
云
え
ら
く
、
開
元
自
り
創
ま
る
:
:
:
と
。
則
ち
庫
の
玄
宗
に
始
ま
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

宋
自
白
く
、
大
盈
庫
は
内
庫
な
り
。

玄
宗
の
時
、

中
人
を
以
て
之
を
主
ら
し
む
。

(
粛
宗
)
至
徳
中
、

第
五
埼
始
め
て
悉
く
租
賦
を
以
て
大
盈
庫
に
進
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入
す
。
天
子
出
納
使
た
る
を
以
て
、
故
に
復
た
出
さ
ず
。

そ
の
創
立
の
時
貼
は
開
元
年
間
で
あ
り
、
大
盈
庫
と
と
も
に
理
林
庫
、
及
び
理
林
使
も
同
じ
く
開
元
年
聞
に
設
立
さ
れ
た
。

六
、
李
肇
『
翰
林
志
』
の

「撃
土
の
初
め
て
院
に
入
る
や
馬
一
疋
を
賜
い
、
之
を
長
借
馬
と
謂
う
。
大
盈
庫
は
惟
祷
を
供
し
、
理
林
庫
は
硫
鏡

『
説
部
』
巻

を
供
す
よ
と
い
う
記
事
か
ら
見
て
、

二
庫
は
違
う
職
掌
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お

『
翰
林
志
』
に
よ
れ
ば
、
翰
林
事
土
院
の
北
に
賓

庫
が
あ
っ
た
。
翰
林
院
遺
跡
附
近
に
た
く
さ
ん
の
封
泥
が
鼓
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
左
藤
庫
は
も
と
よ
り
、
大
盈
理
林

庫
も
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
憲
宗
期
の
孟
再
築
、
文
宗
期
の
仇
士
良
、
宋
守
義
、
宣
宗
期
の
劉
遅
撞
が
、
い
ず
れ
も
大
盈
庫
使

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
例
か
ら
(
附
表
参
照
)、

大
盈
庫
使
は
長
く
存
繭
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
文
宗
期
の
許
途
忠
、
馬
元
某
、
宣
宗
期

の
李
敬
買
が
現
林
使
と
な
っ
た
例
が
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
少
な
く
と
も
宣
宗
期
ま
で
は
存
績
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
唐
末
に
な
る
と
、
大
盈
庫
使
或
い
は
腹
林
使
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
新
た
に
内
庫
使
、
豊
徳
庫
使



な
ど
が
護
展
し
て
き
た
。

内
庫
使
と
い
う
職
名
が
見
え
て
お

〈

日

)

り
、
ま
た
昭
宗
天
一
拓
元
年
間
四
月
の
款
で
、
停
巌
か
ら
除
外
さ
れ
て
蔑
さ
れ
た
九
使
の
中
に
、
豊
徳
庫
使
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば

前
掲
の
乾
符
六
年
内
庫
銀
鍵
に
は
、

文
恩
院
の
官
員
の
み
な
ら
ず
、

(6) 

一一帝
王
の
飲
食
を
司
る
内
諸
司
使

ー

l
進
食
使
、
向
食
使
、
御
食
使
、
御
厨
使
||

職
が
次
々
と
現
れ
た
。
準
食
使
の
場
合
、

宮
廷
の
飲
食
に
閲
す
る
内
諸
司
使
は
常
置
の
も
の
で
あ
っ
た
。
天
賓
年
聞
の
進
食
使
を
皮
切
り
に
、
向
食
、
御
食
、
御
厨
な
ど
の
同
類
の
使

玄
宗
天
賓
九
載
二
月
の
僚
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
通
鑑
』
巻
一
一

一
六

時
に
諸
貴
戚
競
っ
て
準
食
を
以
て
相
向
す
。
上
富
官
挑
思
塞
に
命
じ
て
検
校
進
食
使
と
篤
す
。
水
陸
の
珍
蓋
数
千
盤、

家
の
産
を
費
す
。
中
書
舎
人
賓
華
、
嘗
て
朝
を
退
く
に
、
公
主
の
進
食
の
中
衝
に
列
す
る
に
値
う
。
俸
呼
按
轡
し
て
其
の
開
よ
り
出
で
ん

と
す
る
に
、
宮
苑
小
児
数
百
、
挺
を
前
に
奮
う
。
牽
僅
に
身
を
以
て
克
る
。

一
盤
に
て
中
人
十

敬
宗
期
に
な
る
と
、
さ
ら
に
向
食
使
と
い
う
新
名
目
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
『
蓄
唐
書
』
敬
宗
紀

美
肢
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
『
惰
唐
石
刻
拾
遺
』
巻
下
、
劉
仕
補
墓
誌
の
「
御
食
使
登
事
郎
上
桂
園
賜
緋
魚
袋
張
元
勿
」
と
い
う
記
事
に

よ
れ
ば
、
詑
宗
威
遁
七
年
以
前
、
御
食
使
が
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
外
に
、
天
枯
元
年
間
四
月
、
存
績
し
た
九
使
の

一
つ
に
御
厨
使
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
唐
末
に
至
る
頃
に
は
、
準
食
使
以
外
に
も
同
種
の
も
の
が
多
く
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

天
祐
元
年
閏
四
月
以
後
、
準
食
等
四
使
の
う
ち
御
厨
使
以
外
は
慶
止
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
天
祐
二
年
四
月
十
二
日
の
敷
に
は
、
依
然
と
し

て
向
食
使
の
名
が
見
ら
れ
る
。
向
食
、
御
食
、
御
厨
な
ど
は
、
貨
は
同
一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

賓
暦
三
年
の
敷
に

「向
食
使
牧
管
事
豚

-139ー

645 



646 

(7) 

い
わ
ゆ
る
「
掌
技
術
之
待
詔
者
」
で
あ
る
内
諸
司
使

|
|
翰
林
使
、
事
士
使
、
醤
官
使
|
|

中
唐
以
降
、
一
帝
王
は
華
能
、
技
術
を
持
つ
人
材
を
牧
め
る
た
め
に
翰
林
院
を
設
置
し
た
。
翰
林
院
に
閥
す
る
官
職
と
し
て
は
、
翰
林
供
奉
及

び
翰
林
間
学
士
が
あ
っ
た
が
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
翰
林
使
、
同
学
士
使
、
翰
林
署
官
使
な
ど
の
内
諸
司
使
も
現
れ
た
。

『
通
鑑
』
巻
一
一
一
一
五

代
宗
大
暦
十
四
年
七
月
乙
未
の
僚
、
胡
註
に
、

を
置
く
。

『
翰
林
故
事
』
に
日
く
、
翰
林
院
は
銀
蓋
門
内
に
在
り
。
藍
能
伎
術
を
以
て
召
見
さ
る
る
者
の
慮
る
所
な
り
。
玄
宗
の
初
め
、
翰
林
待
詔

四
方
表
疏
の
批
答
、
庭
和
の
文
章
を
掌
る
。
叉
詔
敷
文
告
悉
く
中
室
田
に
由
れ
ば
、
望
ぬ
叩
多
き
を
以
て
、
始
め
て
朝
官
の
才
事
事

識
有
る
者
を
選
ん
で
入
り
て
翰
林
に
居
ら
し
む
:
:
・
開
元
二
十
六
年
、
始
め
て
翰
林
供
奉
を
以
て
改
め
て
皐
土
と
稽
し
、
別
に
率
土
院
を

翰
林
苑
の
南
に
建
て
て
、
内
命
を
専
ら
に
せ
し
む
。
其
の
後
叉
東
翰
林
院
を
金
翠
股
の
西
に
置
き
、
上
の
所
在
に
随
ぅ
。
:
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と
見
え
、
開
元
二
十
六
年
以
前
は
翰
林
院
は
事
能
・
技
術
・
才
撃
に
優
れ
た
人
々
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
以
後
別
に
翰
林
皐
士
院
、

(
臼
)

東
翰
林
院
な
ど
が
創
立
さ
れ
、
詔
命
を
専
ら
掌
っ
た
。
翰
林

・
事
士
院
に
つ
い
て
、

『
薙
録
』
巻
四

翰
林
事
士
院
固
に
よ
れ
ば
、
右
銀
蓋
門

内
、
少
陽
院
の
南
に
位
置
す
る
が
、
設
掘
の
結
果
に
よ
り
、

ま
さ
に
銀
喜
一
門
外
一
爽
城
の
内
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
更
に
そ

(

臼

〉

の
構
造
は
『
薙
録
』
の
示
す
よ
う
に
翰
林
院
の
北
臆
五
聞
と
事
士
院
の
南
臆
五
聞
が
南
北
に
封
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

翰
林
の
僚
に

翰
林
使
の
場
合
、

『
事
物
紀
原
』
巻
六

東
西
使
班
部

宋
朝
倉
要
に
日
く
、
唐
に
翰
林
使
有
り
、
技
術
の
待
詔
す
る
者
を
掌
る
と
。

と
記
さ
れ
、
憲
宗
靭
の
呂
如
金
、
劉
弘
規
が
い
ず
れ
も
こ
れ
に
翰
林
使
を
任
じ
ら
れ
て
い
る
(
附
表
参
照
)
。

使
壁
記
に
よ
れ
ば
、
翰
林
使
の
役
割
は
翰
林
事
士
と
一
帝
一
王
と
の
橋
渡
し
を
し
、
草
制
の
過
程
で
一
帝
王
の
意
志
を
翰
林
事
士
に
下
達
す
る
一
方
、

翰
林
事
土
の
意
見
を
君
主
に
俸
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
撃
士
使
と
い
う
使
職
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
昭
宗
時
期
の
郡
文
長
、
呉
承
泌

『
文
苑
英
華
』
巻
七
九
七

翰
林



は
照
子
士
使
に
任
じ
ら
れ
た
(
附
表
参
照
〉
。
李
肇
『
翰
林
士
山
』
に
よ
れ
ば
、
皐
士
院
と
翰
林
院
は
南
北
二
臆
と
し
て
封
置
し
、

そ
の
中
に
た
だ
高

品
使
二
人
が

毎
日
晩
、
思
政
殿
に
執
事
し
、
退
い
て
俸
旨
す
。
小
使
の
縁
責
主
円
を
衣
る
者
逮
至
し
、
十
人
ご
と
に
更
番
し
て
守
曹
す
。

(
臼
)

と
述
べ
る
。
思
う
に
、
翰
林
使
、
事
土
使
は
翰
林
事
土
使
の
略
穏
で
あ
ろ
う
。

に
招
か
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
暫
官
使
は
翰
林
醤
官
使
と
も
稽
せ
ら
れ
る
。
唐
代
に
お
い
て
醤
術
に
遁
じ
た
人
は
謹
能
、
技
術
の
人
と
認
め
ら
れ
、
翰
林
院

例
え
ば
、
太
和
年
聞
の
鄭
注
は
醤
術
に
精
通
し
て
い
た
の
で
、
文
宗
が
彼
を
翰
林
伎
術
院
に
置
こ
う
と
し
た
と
い

ぅ
。
翰
林
醤
官
は
徳
宗
貞
元
八
年
に
置
か
れ
、
も
と
も
と
向
薬
局
の
官
僚
が
粂
ね
て
い
た
。

『
事
物
紀
原
』
巻
六

東
西
使
班
部

醤
官
の
傑

に
か
引
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
唐
舎
要
』
を
按
ず
る
に
、
貞
元
八
年
八
月
、
侍
御
醤
・
向
薬
直
長

・
薬
藤
郎
を
し
て
並
び
に
留
め
し
め
て
、
翰
林
圏
官
を
授
く
、
と
。

-141ー

然
ら
ば
則
ち
醤
官
の
使
を
置
く
は
、
品
ロ
田
に
是
れ
唐
官
な
る
べ
し
。

翰
林
盤
官
使
の
成
立
の
時
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
武
宗
舎
昌
年
聞
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。

『
金
石

掌
編
』
巻
一
一
七
に
よ
れ
ば
、
劉
遵
躍
が
曾
昌
六
年
に
醤
官
院
使
を
携
品
回
国
し
た
こ
と
が
あ
る
。

の
篠
に
、

『
通
鑑
』
巻
二
六
四

昭
宗
天
一
柘
元
年
間
四
月

(
朱
〉
全
忠
、
警
官
許
昭
遠
を
し
て
醤
官
使
閤
祐
之
・
:
:
等
元
帥
を
害
せ
ん
こ
と
を
謀
る
と
告
げ
し
め
、
悉
く
之
を
牧
殺
す

P

と
述
べ
、
胡
註
は
さ
ら
に

唐
末
、
醤
官
使
を
置
き
て
以
て
醤
官
を
主
る
。

と
す
る
が
、
唐
末
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
武
宗
期
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。

647 
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(8) 

太
子

・
諸
王
子
の
起
居
を
司
る
内
諾
司
使

|
|
少
陽
院
使
、
十
王
宅
使
|
|

一帝
王
の
起
居
が
大
明
宮
へ
移
る
に
従
っ
て
、
太
子
の
居
る
東
宮
も
少
陽
院
に
移
り
、
ま
た
、
大
明
宮
の
南
に
接
し
て
十
王
宅
と
い
う
諸
王
の

住
ま
い
も
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
太
子
、
諸
王
の
起
居
を
管
理
す
る
た
め
、
特
に
宣
官
を
少
陽
院
使
、
十
王
宅
使
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。
前
掲

『
八
理
室
金
石
補
正
』
巻
七

O

西
門
珍
墓
誌
の
按
語
に

時
知
録
を
孜
う
る
に
云
え
ら
く
、
待
制
に
院
有
り
、

宣
政
肢
の
東

・
少
陽
院
の
西
に
在
り
と
。

ま
た
云
え
ら
く
、

(
穆
宗
)
長
慶
元
年
、

門

下
省
の
東

・
少
陽
院
に
於
て
踏
及
び
棲
観
を
築
く
と
。
叉
云
え
ら
く
、
事
士
院
北
臆
の
叉
北
は
則
ち
翰
林
院
震
り
。
翰
林
院
の
叉
北
は
則

ち
少
陽
院
漏
り
と
。
是
れ
雨
少
陽
院
有
る
な
り
。
一
一
は
左
披
に
在
り
、
一

一は
右
披
に
在
り。

-142ー

と
見
え
、
雨
少
陽
院
が
同
時
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
雨
少
陽
院
の
位
置
関
係
に
よ
り
、
右
液
少
陽
院
は
太
子
の
夜
聞
の
寝
室
で
あ
り
、
左

披
少
陽
院
は
則
ち
霊
聞
の
活
動
の
場
所
で
あ
っ
た
と
縫
測
さ
れ
る
(
附
闘
参
照
〉
。
宋
敏
求
『
長
安
志
』
は
、
右
披
少
陽
院
の
み
に
言
及
し
て
い

る
が
、

一方、

『
薙
録
』
の
閣
本
大
明
宮
園
、
徐
松
『
唐
南
京
城
坊
考
』
の
大
明
宮
固
に
は
、

た
だ
左
披
少
陽
院
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
左

右
披
の
少
陽
院
の
位
置
の
比
定
も
様
々
で
あ
る
。
唐
代
中
期
以
後
の
宮
廷
政
蟹
が
常
に
夜
に
愛
生
し
た
た
め
、
起
臥
の
場
た
る
右
披
少
陽
院
が

比
較
的
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
嘗
唐
書
』
巻

一

一

『

、

通
鑑
』
巻
二
四
三

月
壬
寅
僚
な
ど
の
記
載
が
、
九
仙
門
の
附
近
の
右
披
少
陽
院
と
主
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
『
奮
唐
書
』
に
よ
れ
ば
、
二
人
の

(日〉

富
官
が
少
陽
院
使
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
左
右
少
陽
院
を
分
掌
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

十
王
宅
使
の
成
立
の
時
貼
は
、
先
天
年
聞
か

ら
開
元
年
聞
に
か
け
て

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
『
長
安
志
』
巻
九
、
十
六
宅
の
僚
に
所
引
の
『
政
要
』
に
は
、

代
宗
紀
、

敬
宗
賓
暦
二
年
十
二

先
天
の
後
、

皇
子
幼
く
ん
ば
則
ち
内
東
に
居
る
。
封
後
、
年
漸
く
成
長
す
る
を
以
て
乃
ち
安
園
寺
東
附
苑
城
に
於
て
同
に
大
宅
を
篤
り
、

中
官
を
し
て
之
を
押
せ
し
め
、
爽
城
中
に
於
て
起
居
す
。

院
を
分
か
ち
て
之
を
居
く
。

名
づ
け
て
十
王
宅
と
震
す
。

毎
日
家
令
膳
を
進



む

と
述
べ
る
。

一方、

新
〈
唐
書
)
李
士
口
甫
俸
は
十
宅
に
作
る
。
嘗
紀
を
按
ず
る
に
、
此
よ
り
唐
末
に
至
る
ま
で
、
皆
十
六
宅
と
云
う
。
新
惇
誤
る
な
り
。
余
按

『
逼
鑑
』
巻
二
三
八

憲
宗
元
和
六
年
十
二
月
壬
申
篠
下
の
考
異
に
諸
書
を
引
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ず
る
に
、
開
元
以
来
、
皇
子
多
く
禁
中
に
居
る
。
詔
し
て
苑
域
に
附
き
て
大
宮
を
篤
り
、
院
を
分
か
ち
て
慮
す
。
十
王
宅
と
競
し
、
中
人

も
て
之
を
押
す
。
爽
城
に
就
き
て
天
子
に
参
じ
て
起
居
す
。
其
の
後
、
増
し
て
十
六
宅
と
震
す
な
り
。

柴
・
儀

・
頴
・
永
・
光
・
済
王
で
あ
っ
た
。

(

貯

)

な
っ
た
。

こ

れ

に

よ

り

、

十

王

宅

が

十

六

宅

に

蹟

充

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

『

長

安

志

』

に

よ

れ

ば

、

の
ち
十
王
以
外
、
さ
ら
に
盛
・
蕎
・
陳
・
豊
・
恒
・
涼
六
王
が
加
え
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
十
六
王
と

い
わ
ゆ
る
十
王
と
は
、

慶
・
忠
・
様
・
郭
・

十
王
宅
、

十
六
宅
は
す
な
わ
ち
上
述
の
諸
王
の
共
同
の

「
大
宅
」
、

「
大
宮
」

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
諸
王
は
そ
れ
ぞ
れ
大
宅
の
中

の
個
別
の
院
で
起
居
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
十
王
宅
使
も
十
王
宅
の
創
立
と
同
時
に
生
ま
れ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
職
務
は
皇
子
の
日
常
の
起

(回〉

居
、
膳
食
の
管
理
で
あ
っ
た
か
ら
、
非
常
の
際
に
は
佐
々
一
帝
王
の
耳
目
と
し
て
諸
王
の
活
動
を
監
硯
す
る
役
目
を
も
果
た
し
た
。
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(9) 

俳
優
・
雑
技
・
聾
笑
を
掌
る
内
諸
司
使

|
|
雲
留
使
、
教
坊
使
、
梨
園
使

l
l

数
坊
の
一
音
盤
、
戯
曲
は
君
主
の
享
楽
に
供
さ
れ
る
た
め
に
屡
々
催
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
も
と
も
と
官
官
、
伶
人
が
供
職
し
て
お
り
、
内
諸
司

の
中
で
も
最
も
早
く
出
現
し
て
い
る
。
教
坊
に
つ
い
て

『
奮
唐
室田
』
巻
四
三

職
官
志

中
書
省
の
僚
に
は
次
の
よ
う
に
注
解
す
る
。

内
数
坊
。

(
註
)
武
徳
己
来
、

禁
中
に
置
き
、
以
て
雅
楽
を
按
習
せ
し
む
。
中
官
人
を
以
て
使
に
充
つ
。
則
天
改
め
て
雲
留
府
と
震
す
。

紳
龍
復
た
数
坊
と
属
す
。

又、

東
西
使
臣
部
に
は
、

唐
百
官
志
に
日
く
、
開
元
二
年
、
内
数
坊
を
蓬
莱
宮
側
に
置
き
、
京
都
に
左
右
数
坊
を
置
く
e

俳
優
雑
劇
を
掌
る
。
中
官
を
以
て
教
坊
使

『
事
物
紀
原
』
巻
六
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と
篤
す
、

と
。
此
れ
其
の
始
め
な
り
。

叉
日
く
、
武
徳
の
後
、

中
官
を
以
て
使
と
箆

と
。
積
事
始
に
日
く
、
玄
宗
教
坊
を
立
つ
る
に
、
新
盤
散
楽
の
曲
・
優
信
回
受
街
の
戯

内
教
坊
を
置
く
。

武
后
改
め
て
雲
詔
府
と
日
う
、

す
、
開
元
の
後
、
始
め
て
太
常
に
隷
さ
ざ
る
な
り
、

を
以
て
す
。
其
の
譜
誰
に
因
っ
て
金
吊
章
綬
を
以
て
之
を
賞
す
。
因
て
使
を
置
き
て
以
て
之
を
教
習
す
。
園
家
は
乃
ち
伶
人
の
久
決
す
る

者
を
以
て
使
と
篤
す
と
云
う
。

と
見
え
、
武
后
期
の
雲
詔
府
か
ら
玄
宗
期
の
教
坊
に
至
る
ま
で
常
に
官
官
が
こ
の
使
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
開
元
以
前
は
教
坊
が
中
央
の

一
九
五
二
年
西
安
東
郊
経
五
路
に
出
土
し
た
蘇
思
晶
墓
誌
に
よ
れ

太
常
に
管
轄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
開
元
以
後
と
は
封
照
的
で
あ
る
。

(
回
)

ば
、
彼
は
開
元
二
三
年
に
検
校
雲
詔
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、
武
后
期
の
雲
間
使
は
玄
宗
期
に
至
っ
て
も
引
き
績
き
存

在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
玄
宗
期
に
再
び
置
か
れ
た
教
坊
使
の
前
身
だ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

『
長
安
士
山
』
巻
六
に
、

玄
宗
、
左
右
教
坊
を
蓬
莱
宮
の
側
に
置
く
。
一
帝
自
ら
法
曲
・
俗
楽
を
魚
り
、
以
て
宮
人
に
数
え
、
梨
園
弟
子
と
腕
す
。

と
見
え
、
蓬
莱
宮
、
近
庭
の
数
坊
は
左
右
二
坊
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

『
説
邪
』
巻
一
二
、
雀
令
欽
『
教
坊
記
』
に
よ
れ
ば
、

西
京
左
・
右
二
教

-144-

坊
が
、

右
は
多
く
歌
を
善
く
し
、
左
は
多
く
舞
に
工
な
り
。

と
分
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
蓬
莱
宮
側
の
左
・
右
数
坊
の
匿
別
も
こ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
所
謂
「
新
盤
散
楽

之
曲
、
優
但
憂
街
之
戯
」
を
教
え
る
数
坊
使
は
、

『
加
府
元
亀
』
巻
一

O
一

一
例
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
官
官
が
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
な
か
に
は
伶
人
が
任
じ
ら
れ
た
例
も
あ
る
。

一帝
王
部

納
諌
の
僚
に
、
文
宗
開
成
元
年
九
月
壬
辰
、
伶
人
雲
朝
霞
が
数
坊
副
使
と
な
っ
た
と
見
え
る
の
は
そ
の

教
坊
と
相
似
て
い
る
梨
園
は
、

『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
一

玄
宗
開
元
二
年
正
月
の
篠
に
、

蓄
制
、
雅
俗
の
築
は
皆
太
常
に
隷
す
。
上
、
一
耳
目
律
に
精
瞬
す
。
以
え
ら
く
、
太
常
は
瞳
築
の
司
、
躍
に
信
優
雑
伎
を
典
る
べ
か
ら
ず
と
。

乃
ち
更
に
左
右
敬
坊
を
置
き
て
以
て
俗
楽
を
数
う
。
臨
衛
将
軍
沼
及
に
命
じ
て
之
が
使
と
篤
す
ο

叉
、
柴
工
数
百
人
を
選
び
、
自
ら
法
曲



を
梨
園
に
教
え
、
之
を
皇
帝
梨
園
弟
子
と
謂
う
。

と
見
え
、
俗
楽
を
教
え
る
教
坊
に
劃
し
て
法
曲
を
教
え
る
所
で
あ
っ
て
、
開
元
二
年
以
来
使
職
に
掌
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、

梨
園
の
僚
に
、

『
落
録
』
巻
九

〈

ω)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
梨
園
は
敬
坊
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん
、

梨
園
は
光
化
門
の
北
に
在
り
。
光
化
門
は
禁
苑
南
面
西
頭
の
第
一
門
な
り
e

『
金
石
孝
編
』
巻
八
七

費
居
士
碑
に
は
、

そ
の
季
子
資
元
躍
が
梨
園
数
坊
使
を
粂
任
し
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
梨
園
と
敬
坊
と
の
関
係
が
緊
密
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
代
宗
が
大
暦
十
四
年
に
梨
園
使
と
築
工
三
百
人
徐
り
を
罷
め
て
以
後
、
梨
園
使
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。以

上
の
九
種
類
の
分
類
は
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
各
種
類
の
聞
に
多
少
の
重
複
関
係
が
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
例
え
ば
、
翰
林
使
の
停
令
・
議
事
な
ど
の
役
割
は
極
密
使
、
宣
徽
使
と
似
て
い
る
し
、
十
王
宅
使
の
職
務
に
は
、
向
食
使
、
御
食
使
に

類
し
た
も
の
が
あ
る
。
叉
い
わ
ゆ
る
技
術
の
官
と
い
え
ば
、
醤
官
使
ば
か
り
で
な
く
、
内
作
坊
使
、
内
八
作
使
を
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

日

)

な
お
、
こ
こ
で
は
個
別
の
細
か
い
使
職
、
或
い
は
非
内
廷
の
内
諸
司
使
を
除
外
し
た
。
内
諸
司
使
全
瞳
の
宮
廷
で
の
設
展
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
震
に
し
ば
ら
く
こ
う
し
た
分
類
を
用
い
た
次
第
で
あ
る
。
最
後
に
こ
れ
ら
内
諸
司
の
大
明
宮
で
の
位
置
を
附
固
に
示
し
、
主
な
内
諸
司
使
の

-145ー

任
官
者
を
附
表
に
示
し
て
お
く
。

四

お‘

わ

り

|
|
内
諸
司
使
の
性
格
の
検
討
l
1
1
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内
諸
司
使
の
性
格
は
律
令
官
司
と
は
か
な
り
相
違
・
封
立
し
た
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
内
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諸
司
使
の
機
構
が
蓄
律
令
睦
制
と
経
承
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
ま
た
、
奮
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
轄
換
期
に
は
必
ず
過
渡
的
段

階
が
見
ら
れ
、
そ
の
時
の
背
景
も
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
新
制
度
の
形
成
は
長
い
時
聞
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
そ
の
形
成

さ
れ
た
新
制
度
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
決
し
て
新
し
い
令
外
機
関
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
古
い
律
令
瞳
制
を
纏

承
し
護
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
早
期
の
内
諸
司
使
に
は
こ
う
し
た
性
格
が
強
い
。
も
う
一
つ
は
律
令
制
度
と
は
闘
係
な
く
、
大
明
宮
猫
自
に
護

展
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
、
例
え
ば
教
坊
使
、
飛
龍
使
、
軍
器
使
、
中
向
使
等
の
管
轄
下
の
機
関
は
本
来
、
律
令
機
構
の
一
部
で
あ
っ
た
。
教
坊
は
太
常
に
管
理

さ
れ
、
飛
龍
厩
は
殿
中
省
に
掌
ら
れ
、
軍
器
、
つ
ま
り
甲
坊
、
考
坊
は
軍
器
監
に
管
理
さ
れ
、
中
向
署
は
少
府
監
に
司
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
外
、
園
苑
、
内
固
な
ど
は
、
司
農
寺
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
使
職
が
成
立
し
た
蛍
初
、
こ
れ
ら
は
依
然
と

し
て
南
街
官
暑
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
軍
器
、
中
向
の
使
職
に
官
官
の
み
な
ら
ず
、
時
々
中
央
の
官
員
が
任
ぜ
ら
れ
た
の
も
そ
の
矯

で
あ
る
。
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し
か
し
、
内
諸
司
使
は
唐
中
期
君
主
の
大
明
宮
へ
の
移
住
を
境
に
、
決
定
的
な
質
的
襲
化
を
見
る
。
以
後
の
職
名
は
往
々
大
明
宮
の
建
物
に

因
ん
だ
も
の
で
、
蓄
機
関
と
の
関
係
は
緊
密
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
大
明
宮
の
西
北
隅
、
九
仙
門
附
近
の
少
陽
院
、
右
銀
蓋
門
外
の
翰

林
院
及
び
そ
の
南
の
事
士
院
、
望
仙
蓋
の
奮
祉
に
位
置
す
る
文
恩
院
、
宣
政
般
の
東
西
上
関
門
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
使
職
が
そ
う
で
あ
る
。
橿

そ
の
位
置
は
確
認
で
き
な
い
が
、
大
明
宮
の
中
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、

密
院
、
宣
徽
院
、
大
盈
庫
等
使
の
官
局
も
、

九
七
八
年
西
安
に
出
土
し
た
「
唐
重
修
内
侍
省
碑
」
に
「
内
則
内
園
、
客
省
、
向
食
、
飛
龍
、
弓
箭
、
染
坊
、
武
徳
留
後
、
大
盈
、
理
林
」
と
見

〈
位
)

ぇ
、
内
諸
司
機
構
が
主
に
宮
廷
及
び
そ
の
周
過
を
中
心
に
設
置
さ
れ
た
固
定

・
恒
常
の
官
官
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
え
よ
う
。

内
諸
司
使
の
中
で
も
、

ω類
の
軍
事
措
置
に
闘
す
る
内
諸
司
使
、

ω類
の
皇
一
帝
の
俸
令
機
構
、
例
類
の
「
掌
技
術
之
待
詔
者
」
で
あ
る
使
職

は
君
主
の
近
く
に
い
て
、
比
較
的
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
一
方
、

ω類
の
作
坊
を
中
心
と
し
た
内
諸
司
使
、
例
類
の
宮
廷
賓
庫
を
管
理

す
る
使
職
、
制
類
の
飲
食
を
司
る
も
の
、
制
類
の
俳
優
、
雑
技
、
盤
祭
を
掌
る
諸
使
は
、
た
だ
一
帝
王
の
私
生
活
に
仕
え
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、

ω



類
の
宮
廷
地
域
を
管
轄
す
る
内
諸
司
使
、
同
類
の
太
子
・
諸
王
の
起
居
を
司
る
使
職
は
、
一
般
的
な
日
常
行
政
に
摘
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
玄

宗
、
粛
宗
、
代
宗
期
以
来
、
神
策
軍
使
に
加
え
て
大
明
宮
の
防
衛
に
嘗
た
っ
た
飛
龍
、
軍
器
、
弓
箭
等
の
内
諸
司
使
は
、
王
様
の
安
定
性
を
保

つ
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
地
位
も
最
も
早
く
上
昇
し
た
。
ま
た
、
徳
宗
期
以
降
、
政
務
が
一
一
層
複
雑
化
し
た
の
に
封
底
し

て
、
詔
令
を
起
草
し
、
一
帝
王
の
意
志
を
速
か
に
下
達
す
る
た
め
に
、
翰
林
使
、
事
士
使
、
橿
密
使
、
宜
徽
使
な
ど
の
護
達
が
見
ら
れ
た
。
内
諾

司
使
は
、
こ
れ
ら
軍
事
、
政
治
的
植
機
に
嘗
た
る
も
の
を
中
核
に
、
一
般
的
事
務
、
宮
廷
行
楽
を
掌
る
諸
使
が
外
郭
を
形
成
し
た
彪
大
な
機
構

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
後
な
お
注
目
す
べ
き
離
は
、
内
諸
司
は
理
論
的
に
は
内
諸
司
使
と
同
時
に
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
史
料
上
は
時
と
し
て
内
諸
司
使
よ

り
早
く
設
置
さ
れ
た
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
諸
司
の
成
立
と
内
諸
司
使
の
瑳
展
の
聞
に
あ
る
時
間
上
の
差

呉
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
に
、

内
諸
司
を
設
置
し
た
際
、

そ
れ
ぞ
れ
が
往
々
単
一
の
目
的
で
成
立
し
た
の
で
は
な
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く
、
多
種
の
職
掌
を
品
兼
ね
た
例
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
内
諸
司
使
の
成
立
過
程
を
整
理
し
て
い
く
上
で
の
難
問
な

の
で
あ
る
。

653 

註ハ
1
)

例
え
ば
、
佐
伯
富
氏
の
「
五
代
に
お
け
る
極
密
使
に
つ
い
て
」
「
『
史

窓
』
四
八
、
一
九
八
八
)
、
「
宋
代
の
皇
城
司
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
摩

報
』
京
都
、
九
、
一
九
三
八
)
、
友
永
植
民
の
「
唐
宋
時
代
の
宣
徽
使

に
つ
い
て
|
|
l
主
に
五
代
の
宣
徴
使
に
注
目
し
て
l
l
l
」
(
『
北
大
史

翠』

一
八
、
一
九
七
八)、

「唐

・
五
代
三
班
使
臣
考
」
(『宋
代
の
社

舎
と
文
化
』
一
九
八
三
)
等
の
論
埠
か
そ
れ
で
あ
る
。
唐
・
五
代
の
内

諸
司
使
を
金
銭
的
に
検
討
し
た
研
究
は
、
唐
長
沼
氏
の
「
唐
代
的
内
諸

司
使
及
其
演
獲
」
〈
『
山
居
存
稿
』
中
華
書
局
、
一
九
八
九
)
で
あ
り
、

唐
宋
繁
革
期
の
官
制
研
究
に
重
要
な
覗
黙
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

(
2
〉
欧
陽
惰
『
集
古
銭
政
尾
』
各
九
康
約
言
碑
に
「
唐
自
開
元
以
後
、

職
官
盆
濫
、
始
有
置
使
之
名
。
辰
五
代
迄
今
、
多
因
而
不
廃
。
世
徒
知

今
之
使
額
非
古
官
、
醐
投
唐
奮
挽
、
而
不
知
皆
唐
富
者
之
職
」
と
見
え
、

宋
人
が
唐
代
に
お
け
る
使
職
の
性
質
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
宋
代
の
諸
司
使
と
同
名
の
唐
代
の
使
職
に

必
ず
宣
官
が
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
私
は
も
う
少
し
修

正
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。
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(
3
〉
例
え
ば
、
鞠
運
使
の
場
合
、
そ
の
固
定
し
た
機
関
が
協
同
彪
元
年
以
後

す
で
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
汝
泉
『
唐
代
鴻
蓮
使
初
探
』

上
縞
「
持
運
使
職
」
、
「
醐
開
運
使
的
治
所
問
題
」
を
参
照
。

(

4

)

『
加
府
元
亀
』
各
六
六
五
内
臣
部
総
序
に
「
蓋
唐
室
中
葉
之

後
、
諸
司
諸
使
多
以
中
人
主
之
。
(
割
註
)
如
宣
徽
使
、
関
門
使
、
飛

龍
使
、
内
坊
使
、
内
弓
箭
使
、
鴻
鰍
碓
賓
等
使
、
内
数
坊
使
、
五
方

(
坊
)
使
、
皐
士
使
、
糧
料
院
館
騨
等
使
之
比
」
と
あ
る
。

(

5

)

六
花
訴
訟
氏
の
「
唐
代
に
於
け
る
内
使

・
中
使
そ
の
他
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
六

l
二
、
一
九
四
一
)
で
は
、
も
し
宣
官
の
本
来
居
る
べ
き
所

の
内
延
に
於
て
嘗
然
就
き
得
る
使
職
を
原
義
的
に
内
使
と
稽
す
る
な
ら

ば
、
中
使
と
い
う
の
は
外
延
隷
下
の
、
本
来
な
ら
必
ず
し
も
官
官
を
以

て
し
な
い
使
職
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

6

)

『
新
唐
寄
』
各
四
七
百
官
志
二
殿
中
省
の
僚
に
「
武
后
高
裁
通

天
元
年
、
置
佼
内
六
閑
、
一
日
飛
龍
、
二
日
鮮
麟
、
三
日
鳳
苑
、
四
日

鶏
矯
、
五
日
吉
良
、
六
日
六
室
、
亦
鋭
六
』
殿
、
以
殿
中
丞
検
校
佼
内
閑

腹
、
以
中
宮
篤
内
飛
龍
使
」
と
あ
る
。

(

7

)

『
通
典
』
径
二
六
職
官
八
殴
中
肢
の
篠
に
「
武
太
后
蔦
放
通
天

二
年
五
月
、
置
伎
内
閑
版
、
令
殿
中
丞
亥
懐
哲
検
校
、
至
聖
暦
二
年
、

改
震
少
監
」
と
あ
る
。
『
通
典
』
は
徳
宗
の
貞
元
一
七
年
(
八

O
一〉

の
成
書
で
、
『
新
麿
書
』
よ
り
古
い
こ
と
や
、

『遁
山
内
』
の
記
す
佼
内

六
閑
が
殿
中
丞
か
ら
少
監
に
移
管
さ
れ
た
次
第
が
『
新
唐
書
』
に
は
見

え
な
い
こ
と
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
殿
中
佐
関
係
の
記
述
に
お
い
て
は

『
通
典
」
の
信
滋
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
8
)

『
新
唐
書
』
各
五

O
兵
士
山
に
「
以
向
乗
掌
天
子
之
御
。
左
右
六

関
、
一
回
飛
賞
、
二
日
吉
良
、
三
日
龍
媒
、
四
日
駒
捻
、
五
日
験
庭
、

六
日
天
苑
。
総
十
有
二
閑
魚
二
版
、
一
日
鮮
麟
、
二
日
鳳
苑
、
以
繋
伺

之
。
其
後
禁
中
又
増
置
飛
龍
肢
」
と
あ
る
。

(
9
)

中
園
科
翠
院
考
古
研
究
所
編
著
『
唐
長
安
大
明
宮
』
(
科
翠
出
版
社
、

一
九
五
九
)
の
夜
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
玄
武
門
の
北
、
重
玄
門
の
謄
側

で
「
龍
」
字
を
記
す
瓦
片
が
夜
見
さ
れ
た
た
め
、
飛
龍
康
は
重
玄
門
の

外
に
位
置
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
玄
武
門
と
重
玄
門
と
の
爽

城
の
関
係
に
つ
い
て
は
待
宙
開
年
「
唐
長
安
大
明
宮
玄
武
門
及
重
玄
門
復

原
研
究
」
(
『
考
古
翠
報
』
一
九
七
七
年
二
期
〉
を
参
照
。

(
叩
〉
出
土
し
た
「
唐
故
開
府
儀
同
一
一
一
司
粂
内
侍
監
贈
揚
州
大
都
督
、
葬
泰

陵
高
公
紳
道
碑
並
序
」
(
『
考
古
輿
文
物
』
一
九
八
三
年
二
期
)
に
は
、

所
謁
コ
ニ
宮
内
飛
龍
康
大
使
」
の
三
宮
を
説
明
し
て
い
な
い
が
、
興
慶

宮
、
太
極
宮
、
大
明
宮
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
如
く
、
太
極

宮
、
大
明
宮
の
雨
彪
に
飛
龍
肢
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
『
新
唐
書
』
巻
二

O
八
富
者
下
、
李
輔
園
俸
の
「
興
慶
宮
有

馬
三
百
、
繍
園
矯
詔
取
之
」

と
い
う
記
事
を
考
え
れ
ば
、
奥
底
宮
に
も

同
じ
く
内
康
が
存
在
し
た
。
日
大
防
『
長
安
城
固
』
は
、
長
安
城
以
南

の
多
く
の
部
分
が
依
落
し
て
い
る
が
、
幸
い
輿
慶
宮
の
東
踏
に
接
す
る

飛
龍
院
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
興
援
宮
に
も
飛
龍
肢
と
い

う
機
構
が
あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
碑
文
の
前
後
の
官
職
関
係
か
ら

見
て
、
高
力
士
が
三
宮
飛
龍
使
と
な
っ
た
時
期
は
天
費
末
年
で
あ
る
。

『
通
鑑
』
巻
一
一
一
六
玄
宗
天
質

一
一
載
四
月
乙
酉
の
僚
に
、
那
緯
と

い
う
者
が
総
武
将
軍
を
殺
し
、
能
武
高
騎
に
よ
っ
て
飢
を
起
こ
そ
う
と

し
た
際
、
高
力
士
が
飛
龍
丘
ハ
を
率
い
て
飢
を
鎮
座
し
た
と
い
う
記
事
が

あ
る
か
ら
、
高
力
士
の
飛
龍
使
職
の
上
限
は
天
費
一
一
載
と
す
る
の
が

遁
嘗
で
あ
り
、
そ
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
天
賢
一
四
裁
と
認
め
ら
れ
よ
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ぅ
。
そ
の
時
、
玄
宗
は
太
上
皇
と
な
り
、
政
治
の
逆
縛
の
た
め
に
そ
の

居
所
を
か
つ
て
輿
慶
宮
・
大
明
宮
・
太
極
宮
と
三
度
か
え
た
こ
と
が
あ

る
。
彼
の
権
力
が
全
く
失
わ
れ
る
前
、
親
近
の
高
力
士
が
ま
だ
三
宮
飛

龍
康
使
を
粂
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
〉
前
掲
『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
ム
ハ
玄
宗
天
賓
一
一
載
四
月
乙
酉
の
係
。

(
ロ
)
同
書
巻
一
二
八
粛
宗
至
徳
元
裁
六
月
甲
午
の
僚
と
丁
酉
の
僚
に
よ

る
と
、
安
史
の
反
飢
箪
が
長
安
の
京
城
に
這
っ
た
時
、
玄
宗
は
一
方
で

は
禁
馬
を
選
ん
で
皇
室
近
臣
と
共
に
北
門
を
避
け
な
が
ら
、
他
方
で
は

飛
龍
兵
馬
を
太
子
に
任
せ
て
お
い
て
留
守
さ
せ
た
と
い
う
。

(
日
〉
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
代
宗
紀
、
『
逼
鐙
』
袋
二
四
三
敬
宗
賓
暦

二
年
一
二
月
壬
寅
の
係
。
代
宗
、
文
宗
が
皇
位
を
縫
承
で
き
た
の
は
、

い
ず
れ
も
神
策
軍
と
飛
龍
兵
に
よ
っ
て
宮
廷
政
獲
を
起
こ
し
た
か
ら
で

あ
る
。

(

M

)

『
新
唐
書
』
径
二
O
八
富
者
下
、
回
令
孜
俸
に
「
(撚
宗
〉
威
通

時
、
歴
小
馬
坊
使
。
信
宗
即
位
、
擢
令
孜
左
紳
策
軍
中
尉
」
と
あ
る
。

(
日
)
『
唐
曾
要
』
各
六
六
軍
器
監
の
僚
に
、

武
徳
元
年
置
、
貞
淑
元
年
三
月
十
日
腹
、
併
入
少
府
監
。
開
元
三

年
十
二
月
二
十
四
日
、
以
軍
器
使
信
用
監
、
領
脅
甲
二
坊
。
十
一
年

十
月
二
十
五
日
罷
、
隷
入
少
府
監
震
甲
脅
坊
、
加
少
監
一
員
以
統

之
。
天
資
六
載
五
月
二
十
八
日
、
復
置
。
乾
元
元
年
六
月
十
三

日
、
又
駿
置
使
、
其
監
以
下
並
停
。

と
あ
る
。

(時〉

『
新
唐
書
』
巻
四
八
百
官
士
山
三
軍
器
監
に
「
監
一
人
、
正
四
品

上
、
丞
一
人
、
正
七
品
上
。
掌
繕
甲
湾
、
以
時
総
武
庫
。
総
署
二
、
一

日
脅
坊
、
二
日
甲
坊
」
と
あ
る
。

(
げ
〉
同
書
巻
四
八
百
官
志
三
爾
京
武
庫
暑
に
「
令
各
二
人
、
従
六
口
問

下
、
丞
各
二
人
、
従
八
品
下
、
掌
蔵
兵
械
:
:
:
(
注
)
関
元
二
十
五
年
、

東
都
亦
置
署
」
と
あ
り
、
な
お
、
同
巻
武
器
署
に
は
「
令
一
人
、
正
八

口
山
下
、
丞
二
人
、
正
九
口
問
下
、
掌
外
戎
器
。
祭
紀
、
巡
幸
、
則
納
於
武

庫
:
:
:
(
注
)
貞
親
中
、
東
都
亦
置
署
」
と
あ
る
。

(
四
)
『
文
苑
英
筆
』
晶
包
囲
二
七
J
四
三

O
翰
林
制
認
の
「
武
徳
・
軍

器
」
と
い
う
記
載
は
、
唐
長
編
氏
が
初
め
て
指
摘
し
た
も
の
だ
が
、
そ

の
意
味
、
関
係
は
設
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
全
陸
の
書
き
方
は
す
べ

て
「
飛
龍
・
閑
腹
」
「
内
園
総
監
・
栽
接
」
「
少
府
賂
作
・
内
中
向
」

「
軍
器
・
武
徳
」
「
内
・
外
弓
箭
庫
」
と
な
っ
て
お
り
、
内
外
雨
廷
の

性
質
が
類
似
す
る
官
職
を
並
列
し
た
が
如
く
で
あ
る
。
も
し
軍
機
関
係

の
機
構
が
軍
器
使
に
管
理
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
武
徳

と
い
う
の
は
軍
器
と
類
す
る
別
の
系
統
の
官
職
で
あ
り
、
武
徳
東
門
の

武
庫
を
管
理
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲
『
新
唐
書
』
各
四
八
武
田
帥

署
に
よ
る
と
、
武
庫
の
軍
器
は
祭
記
、
巡
幸
の
場
合
に
多
く
使
わ
れ
て

い
る
。
西
安
東
郊
に
出
土
し
た
唐
許
途
忠
墓
誌
(
『
考
古
輿
文
物
』
一

九
八
五
年
六
期
)
に
よ
れ
ば
、
徳
宗
貞
元
来
年
の
武
徳
副
使
が
「
山
圏

之
躍
」
に
関
す
る
職
務
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
武

徳
は
特
に
郊
犯
の
軍
器
を
司
る
使
職
で
あ
り
、
そ
れ
は
軍
器
使
と
分
掌

す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
四
〉
閥
双
喜
「
西
安
東
郊
出
土
唐
李
敬
貨
基
一
誌
」
(
『
考
古
典
文
物
』
一
九

八
五
年
六
期
)
を
参
照
。

〈
初
)

『事
物
紀
原
』
各
六
東
西
使
班
部
弓
箭
の
僚
に

「
叉
(
宋
朝
曾

要
)
臼
唐
有
内
弓
箭
庫
使
:
:
:
倒
刑
事
始
日
、
唐
明
皇
関
一冗
初
年
至
天
貿

末
置
内
諸
庫
使
」
と
あ
る
。
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(
幻
)
『
革
問
唐
室
田
』
各
一
七
上
敬
宗
紀
に
「
(
長
慶
四
年
四
月
)
丙
申
、

賊
(
染
工
)
張
郎
等
百
徐
人
至
右
銀
肇
門
、
殺
閤
者
、
揮
丘
一
大
呼
、
進

至
清
恩
般
、
登
御
楊
而
食
、
攻
弓
箭
庫
」
と
あ
る
。
『
遁
鑑
』
径
二
四

三

穆
宗
長
慶
四
年
四
月
の
胡
註
は
さ
ら
に

「以
下
文
清
恩
殿
徴
之
、

所
入
者
左
銀
肇
門
也
。
在
大
明
宮
東
面
、

叉
北
側
玄
化
門
」
と
述
べ
て

い
る
。
な
お
、
前
掲

『文
苑
英
筆
』
の

「
内
・
外
弓
箭
庫
」
と
い
う
記

事
か
ら
見
て
、
張
留
が
経
た
所
は
ま
さ
に
内
廷
に
腐
す
る
内
弓
箭
庫
と

思
わ
れ
る
。

(
幻
)

『唐
曾
要
』
巻
七
二
軍
雑
録
に
「
其
年
(
文
宗
開
成
元
年
)
三
月
、

皇
城
留
守
奏
、
域
内
諸
司
衛
所
管
羽
儀
法
物
数
内
、
有
陪
万
利
器
等

:
:
:
伏
請
納
在
軍
器
使
、
如
本
司
要
立
伎
行
事
、
請
給
儀
万
、
庶
無
他

患
。
整
目
、
宜
令
迭
納
箪
密
使
、
A
官
別
造
儀
万
等
充
替
」
と
あ
り
、
ま

た
「
(
宣
宗
)
大
中
六
年
九
月
、
救
、
京
兆
府
奏
後
流
、
坊
市
諸
草
坊

客
院
、
不
許
鐙
弓
箭
長
刀
、
如
先
有
者
、
並
勅
納
官
。
百
姓
所
納
到
弓

箭
長
万
等
、
府
豚
不
合
枚
貯
宜
令
旋
納
弓
箭
庫
。
の
委
司
府
切
加
問
究

察
、
所
守
等
不
得
腕
有
蹴
隠
」
と
あ
る
。

(
お
)
李
令
崇
墓
誌
は
倍
宗
中
和
五
年
か
ら
乾
寧
三
年
に
か
け
て
策
集
の
飢

後
の
長
安
域
内
外
の
紋
況
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
墓
誌

の
援
者
で
あ
り
一
連
の
政
治
混
飢
を
経
験
し
た
内
弓
箭
庫
副
使
李
態
坤

は
宮
廷
の
事
務
に
積
極
的
に
参
興
し
た
と
推
測
さ
れ
る
(
『
考
古
輿
文

物
』
一
九
八
三
年
二
期
)
。
な
お
、

慾
宗
威
通
九
年
か
ら
威
遜

一
二
年

に
か
け
て
の
例
骨
を
迎
え
る
活
動
に
は
、
法
門
寺
の
地
宮
を
建
て
た
以

外
に
も
、
専
ら
弓
箭
庫
使
を
以
て
地
宮
の
珍
賓
を
護
迭
す
る
却
一
寸
の
こ
と

が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
(
『
文
物
』
一
九
八
八
年
一

O
期〉。

ハ
川
品
〉
稲
密
使
の
設
置
の
時
黙
に
つ
い
て
、
矢
野
主
税
氏

「植
密
使
設
置
時

期
に
つ
い
て
」
は
懲
宗
元
和
元
年
と
し
た
が
、
佐
伯
氏
は
こ
れ
を
代
宗

永
泰
二
年
に
訂
正
さ
れ
た
。

(
お
)
『
通
鑑
』
巻
二
四
三
敬
宗
貿
暦
二
年

一二
月
、
胡
註
に
「
唐
末
謂

雨
樋
密
、
雨
中
尉
篤
四
貴
」
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
雨
権
密
は
、
前
掲
の

如
く
、
東
西
(
上
下
〉

雨
院
の
福
密
使
で
あ
り
、
雨
中
尉
は
す
な
わ
ち

左
右
紳
策
中
尉
で
あ
る
。

(
お
〉
宣
徽
院
の
所
在
に
つ
い
て
、

『
石
林
燕
語
』
各
三
宣
徽
南
北
院
使

の
僚
に
「
宣
徽
南
北
院
使
、
唐
末
奮
官
也
。
置
院
在
福
密
院
之
北
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
代
の
宣
徴
、
極
密
を
指
す
か
ど
う
か
疑
問
が
あ

る
。
陳
思
『
賓
刻
叢
編
』
を
七
に
は
「
唐
宣
徽
北
院
新
啓
功
徳
堂
記
弁

碑
陰
題
名
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
愁
宗
威
一
通
年
聞
の
功
徳
堂
の
位

置
は
明
ら
か
で
な
い
。
機
構
の
名
前
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
明
宮
の
宣
徽

殿
は
宣
徽
院
と
相
似
し
て
お
り
、
こ
れ
を
宣
徽
機
構
の
所
在
地
と
す
る

の
が
安
蛍
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
幻
)
出
土
し
た
鴻
雁
紋
宣
徽
酒
坊
銀
碗
の
底
部
に
「
宣
徽
酒
坊
字
字
放
」

と
記
さ
れ
て
い
た
(
『文
物
』
一
九
六
六
年
一
期
を
参
照
)
。

(
却
)
出
土
し
た
銀
酒
注
の
底
部
に
「
宣
徽
酒
坊
、
威
遁
十
三
年
六
月
二
十

目
別
救
七
升
地
字
鋭
酒
注
萱
枚
重
萱
伯
雨
、
匠
臣
楊
復
恭
等
造
、
監
造

蕃
頭
品
官
臣
官
同
金
泰
、
都
知
高
口問
張
景
訴
、
使
高
口
問
臣
宋
師
貞
」
と
い

う
字
が
記
さ
れ
て
い
た
(
『
考
古
輿
文
物
』
一
九
八
二
年
一
期
を
参

照)。

(
m
m
)

「唐
故
軍
慰
使
館
内
侍
李
公
募
誌
」
に
よ
る
と
、
李
敬
質
は
穆
宗
長

慶
年
聞
に

「宣
徽
庫
家
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
(
『
考
古
輿
文
物
』
一

九
八

五
年
六
期
を
参
照
〉
。

(

ω

)

上
述
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
李
敬
貨
は
宣
宗
大
中
四
年
に
宣
徽
鷹
鶴
使
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に
任
じ
ら
れ
た
。
鴎
、
鶴
、
鷹
、
柏
崎
、
狗
の
五
坊
は
五
坊
使
の
管
下
に

あ
っ
た
が
、
か
つ
て
宮
苑
使
や
閑
廠
使
な
ど
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と

が
あ
り
、
宣
徽
院
の
設
置
の
後
、
鷹
鶴
二
坊
が
そ
れ
に
移
管
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
。
『
薙
銭
』
巻
三

「
唐
西
内
太
極
宮
園
」
に
、
太
極
宮
の

東
北
の
隅
に
鷹
鶴
院
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
鷹
鶴
院
は
即
ち
鷹
鶴
二
坊

の
機
構
で
あ
ろ
う
。

(
汎
)

『
文
苑
英
華
』
容
四
一
八
授
内
官
韓
坤
範
等
加
関
心
制
に
は
宣
徽
小

馬
坊
使
ば
か
り
で
な
く
、
宣
徽
含
光
使
と
い
う
官
職
が
見
え
る
。
な

お
、
『
惰
唐
石
刻
拾
遺
』
巻
下
、
併
頂
傘
勝
陀
羅
尼
経
究
臨
(
宣
宗
大

中
三
年
〉
に
、
含
光
副
使
李
文
端
と
い
う
人
物
を
記
す
。
『
唐
長
安
大

明
宮
』
に
よ
る
と
、
大
明
宮
の
東
側
で
含
光
般
の
遺
跡
が
設
見
さ
れ

た
。
思
う
に
宣
徽
院
の
職
務
の
一
部
で
あ
る
園
家
の
儀
穫
に
関
す
る
朝

賀
、
献
血
け
な
ど
の
活
動
が
常
に
含
光
殿
で
行
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
が
専

ら
含
光
使
に
管
轄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
記
)
「
閤
門
」
と
い
う
も
の
は
、
「
入
閤
」
の
門
を
意
味
し
て
い
る
が
、

寅
は
閣
の
門
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
便
殿
の
東
西
雨
円
で
あ
っ
た
。

『薙
録
』
巻
三
西
内
雨
閣
の
僚
に
「
其
日
間
者
、
即
内
殿
也
、
非
員

有
閤
也
」
と
あ
る
。

(
お
)
同
巻
、
古
入
閤
設
の
僚
に
「
西
内
太
極
殿
即
朔
撃
受
朝
之
所
、
葦
正

殿
也
、
太
極
之
北
、
有
雨
儀
殿
、
卸
常
日
硯
朝
之
所
也
。
太
極
殿
雨
脚
州

己
有
東
西
二
上
問
、
則
是
爾
閤
皆
有
門
可
入
己
、
叉
可
鱒
北
而
入
雨
儀

也
」
と
あ
る
。

(
川
品
〉
『
事
物
紀
原
』
各
六
東
西
使
班
部
八
作
に
「
綴
事
始
目
、
唐
玄

宗
置
内
八
作
使
。
:
:
・
鴻
鑑
又
引
李
肇
園
史
補
云
、
玄
宗
開
元
初
至
天

資
末
、
所
置
使
有
内
八
作
使
」
と
あ
る
。
な
お
『
金
石
惹
編
』
拳
九

O
劉
元
筒
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
天
賓
年
聞
の
劉
元
倫
は
武
徳

・
中
倫

・

五
作
坊
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
加
府
元
亀
』
巻
七
一
七
幕

府
部
智
識
に
よ
る
と
、
天
賓
年
間
に
章
倫
が
楊
園
忠
に
よ
っ
て
鋳
銭

内
作
使
判
官
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
五
坊
使
や
内
作
使

は
天
賓
年
聞
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
お
〉
前
掲
『
金
石
牽
編
』
巻
九

O
劉
元
向
墓
誌
を
参
照
。

(町四)

『
奮
唐
霊
園
』
巻
四
四
勝
作
監
、
左
校
署
の
僚
に
「
左
校
令
山
手
供
営

構
梓
匠
、
凡
宮
室
祭
懸
奨
鐙
、
丘
ハ
佼
器
械
、
喪
葬
所
須
、
皆
供
之
」
と

あ
る
。

(
初
出
)
「
署
」
「
方
」
「
坊
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
相
互
に
関
係
す
る
事
例

が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
事
物
紀
原
』
各
七
庫
務
職
局
部
二
染

院
の
僚
の
「
唐
有
染
署
、
職
在
少
府
、
後
策
染
坊
」
と
い
う
記
事
は

「
署
」
が
「
坊
」
に
愛
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。

(
お
)
例
え
ば
、

『
八
理
室
金
石
補
正
』
各
七
七
園
子
祭
酒
敬
延
鮮
墓
誌

に
綾
錦
坊
使
の
記
載
が
あ
る
。
な
お
、
『
事
物
紀
原
』
品
位
六
東
西
使

班
部
、
臨
時
世
の
僚
に
「
又
(
宋
朝
曾
要
〉
日
唐
有
既
坊
、
日
悩
坊
使
、
五

代
合
負
一
使
」
と
あ
り
、
加
え
て
染
院
の
僚
に
「
唐
叉
有
染
坊
:
:
:
有

染
坊
使
」
と
見
え
る
。

(
狗
)
石
輿
邦
編
『
法
門
寺
地
宮
珍
賓
』
(
侠
西
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
〉
、

叉
、
侠
西
省
法
門
寺
考
古
隊
「
扶
風
法
門
寺
塔
唐
代
地
宮
田
技
掘
側
報
」

(
『
文
物
』
一
九
八
八
年
一

O
期
)
切
り
?

S∞
を
参
照
。

(
州
制
)
同
上
、
『
文
物
』
切
り

9
0
8
を
参
照
。

(

H

U

)

土
肥
義
和
氏
「
敦
埋
設
見
唐
・
回
鵠
閲
交
易
関
係
漢
文
文
書
断
簡

考
」
(
『
中
園
古
代
の
法
と
社
曾
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
)
を
参
照
。

ハ
必
)
一
九
七
七
年
一
一
月
、
西
安
市
東
郊
薬
園
村
で
出
土
し
た
文
物
で
あ
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り
、
現
在
西
安
市
文
物
管
理
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
保
全
「
西
安
東

郊
出
土
唐
代
金
銀
器
」
(
『
考
古
輿
文
物
』
一
九
八
四
年
四
期
)
を
参

昭山。

(
日
制
)
『
麿
曾
要
』
巻
六
六
宮
苑
監
の
傑
に
よ
れ
ば
、
苑
総
監
の
制
度

は
、
も
と
も
と
東
都
洛
陽
に
創
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

高
宗
田
駅
出
血

二
年
、
こ
れ
が
東
都
四
面
監
に
分
け
ら
れ
た
が
、
間
各
、
西
京
苑
総
監

に
よ
る
と
、
永
淳
元
年
に
叉
一
つ
の
監
が
復
活
し
た
。
東
都
、
西
京
苑

総
監
の
職
に
つ
い
て
、

『
哲
唐
書
』
を
四
四
京
、
都
苑
総
監
の
僚
に

「
掌
宮
苑
内
館
園
池
之
事
」
と
あ
り
、
園
苑
使
、
内
園
使
の
職
能
と
同

じ
で
あ
る
。
な
お
、
『
通
鑑
』
径
二
二
五
代
宗
大
暦
一
四
年
六
月
甲

子
の
係
、
胡
註
に
「
東
都
圏
苑
使
、
唐
初
苑
総
監
之
職
也
」
と
見
え
る

の
も
推
測
を
補
強
し
よ
う
。

(
川
相
)
前
掲
『
通
鑑
』
径
二
二
五
代
宗
大
暦
一
四
年
六
月
甲
子
の
係
。

(
M
M
)

『
唐
曾
要
』
径
六
六
西
京
苑
総
監
の
傑
に
「
開
成
五
年
四
月
敷
、

総
監
玄
令
内
官
司
管
、
の
別
置
使
。
其
総
監
及
丞
簿
共
四
員
、
宜
並

停
」
と
あ
る
。

(
必
)
『
長
安
志
』
巻
六
宮
室
四
、
禁
院
内
苑
の
章
に
「
盤
符
態
聖
院
在

龍
首
池
束
、
舎
昌
元
年
、
造
内
閣
小
児
坊
」
と
あ
る
。
小
児
と
は
、
内

諸
司
機
構
の
役
人
で
あ
り
、
例
え
ば
『
通
鑑
』
各
二
三
六
順
宗
氷
貞

元
年
二
月
甲
子
の
係
、
胡
註
に
は
「
唐
時
給
役
者
多
呼
笹
川
小
児
、
如
苑

監
小
児
、
飛
龍
小
児
、
五
坊
小
児
是
也
」
と
あ
る
。

(
幻
)
内
園
使
、
亦
内
諸
司
之

一
。
五
代
時
、
有
内
園
栽
接
使
。

(
組
問
)
『
唐
曾
姿
』
径
六
五
閑
股
使
の
僚
、
同
書
巻
七
八
五
坊
宮
苑
使

の
僚
に
よ
れ
ば
、
文
宗
以
後
、
閑
康
宮
苑
使
と
い
う
名
が
度
々
見
ら
れ

る。

(
必
)
『
通
鑑
』
巻
二
六
四

昭一。

(
印
)
大
盈
庫
は
玄
宗
期
か
ら
文
宗
期
に
か
け
て
存
在
し
て
い
た
が
、
玄
宗

が回叫
に
蒙
塵
し
た
時
、
一
度
乱
民
に
破
擁
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
な

お
、
徳
宗
は
世
帯
天
に
出
走
し
た
際
、
行
宮
で
臨
時
に
後
林
大
盈
庫
を
設

立
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

(
『
殖
銀
』
巻
五
徳
宗
幸
奉
天
入
出
漢
中
の

僚
を
参
照
〉
。

(
日
)
『
唐
舎
要
』
巻
七
九
諸
使
雑
録
下
に
「
天
柏
元
年
(
閏
)
四
月
救
、

今
後
除
留
宣
微
雨
院
、
小
馬
坊
、
堕
徳
庫
、
御
厨
、
客
省
、
閣
門
、
飛

龍
、
荘
宅
九
使
外
、
徐
並
停
磁
」
と
あ
る
。

(
臼
)
『
潅
銭
』
各
四
東
内
西
内
隼
土
及
翰
林
院
園
、
大
明
宮
右
銀
肇
門

翰
林
院
師
牢
士
院
聞
に
よ
る
と
、
民
午
士
院
は
翰
林
院
の
南
に
接
し
、
東
翰

林
院
(
東
側
学
士
院
)
は
翰
林
院
の
東
に
位
置
し
、
い
つ
も
一一
帝
王
が
訪
れ

た
金
製
般
に
劃
す
る
、
一
つ
の
庖
大
な
「
技
術
之
待
詔
」
の
機
構
で
あ

っ
た
。
間
学
士
院
と
東
翰
林
院
が
設
置
さ
れ
た
後
も
、
翰
林
院
に
は
そ
の

ま
ま
個
々
の
技
術
部
門
が
残
っ
た
。
翰
林
使
、
翰
林
盤
官
な
ど
は
、
そ

の
翰
林
技
術
院
に
腐
す
る
官
僚
と
考
え
ら
れ
る
。

(
臼
)
八

0
年
代
の
翰
林
院
遺
跡
の
設
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
翰
林
院
、
摩
土

院
は
い
ず
れ
も
大
明
宮
の
右
銀
肇
の
北
、
西
爽
城
の
内
に
位
置
し
、
閣
時

道
を
爽
ん
で
南
北
に
位
置
す
る
よ
う
で
あ
る
。
馬
得
志
「
唐
長
安
城
田
技

掘
新
牧
穫
」
(
『考
古
』

一
九
八
七
年
四
期
)
を
参
照
。

(

U

A

)

『
文
苑
英
華
』
各
四

一
八
授
同
学
士
使
都
文
委
持
軍
金
紫
光
藤
大
夫

制
を
参
照
。
ま
た
『
遁
鑑
』
径
二

二

五

代
宗
大
麿
一
四
年
七
月
、
胡

註
で
東
翰
林
院
と
稽
す
る
も
の
は
、
『
難
録
』
各
四
で
は
東
風
平
士
院
と

す
る
。
あ
る
い
は
翰
林
使
と
皐
士
使
は
同
一
の
も
の
と
考
え
う
る
か
も

昭
宗
天
復
三
年
二
月
乙
未
の
僚
と
胡
註
を
参
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し
れ
な
い
。

(
日
)
『
逼
鑑
』
巻
二
四
四
文
宗
太
和
七
年
九
月
丙
寅
の
僚
、
考
異
に

「
李
徳
裕
文
武
雨
朝
献
替
記
日
、
八
年
春
募
、
上
封
宰
相
歎
天
下
無
名

盤
、
使
及
郷
注
、
精
於
服
食
、
或
欲
置
於
翰
林
佼
術
院
、
或
欲
令
篤
左

一
脚
策
判
官
」
と
あ
る
。

な
お
、
『
霊
書
考
索
』
巻
三
四
官
制
門
翰

苑
、
唐
置
翰
林
反
輿
緯
老
伎
術
之
徒
雑
庭
の
僚
に
「
緯
老
之
徒
、
方
外

之
士
、
書
輩
、
琴
莱
、
数
術
執
技
以
事
上
」
と
見
え
、
翰
林
伎
術
院
に

牧
め
る
も
の
は
術
数
方
伎
な
ど
の
技
能
を
持
つ
者
で
あ
る
。

(
回
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
七
五
荘
恰
太
子
俸
に
「
太
子
鴎
少
陽
院
、
以
中

人
張
克
己
、
柏
常
心
充
少
陽
院
使
」
と
あ
る
。

(
貯
〉
『
替
唐
書
』
各
一

O
七
涼
王
瑠
停
、
『
長
安
士
山
』
径
九
、
十
六
宅

の
僚
な
ど
を
参
照
。

(
回
)
『
替
唐
書
』
倉
一
七
五
懐
慾
太
子
停
、
荘
恰
太
子
停
、
昭
宗
十
子

停
な
ど
を
参
照
。
十
王
宅
使
の
諸
王
の
活
動
を
監
視
す
る
職
能
に
つ
い

て
は
、
唐
長
濡
氏
の
一
文
で
す
で
に
詳
し
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。

(
的
)
侠
西
考
古
所
唐
墓
工
作
組
「
西
安
東
郊
唐
蘇
思
昂
墓
清
理
簡
報
」

(
『
考
古
』
一
九
六

O
年
一
期
)
を
参
照
。

(ω
〉
史
料
に
よ
る
と
、
梨
園
と
い
う
言
葉
は
お
そ
ら
く
庚
義
と
狭
義
と
に

分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
狭
義
に
は
、
た
だ
梨
園
機
構
の
み
を
指

659 

し
、
光
化
門
の
北
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
康
義
に
は
-
帝
王
が
そ

れ
ぞ
れ
笑
曲
を
聴
く
所
で
あ
り
、
必
ず
し
も
光
化
門
北
の
も
の
と
は
限

ら
な
か
っ
た
。
『
薙
録
』
巻
九
梨
園
の
僚
に
「
梨
園
、
在
光
化
門

北
、
光
化
門
者
、
禁
苑
南
面
西
頭
第
一
門
、
在
芳
林
、
景
曜
門
之
西

也
。
中
宗
令
翠
士
自
芳
林
門
入
、
集
於
梨
圏
分
朋
抜
河
、
則
梨
圏
在
太

極
宮
西
禁
苑
之
内
失
。
開
元
二
年
、
置
数
坊
於
蓬
莱
宮
、
上
自
数
法
曲

謂
之
梨
園
弟
子
。
至
天
賓
中
、
郎
東
宮
置
宜
春
北
苑
、
命
宮
女
数
百
人

魚
梨
園
弟
子
、
即
是
梨
園
者
、
按
繁
之
地
而
預
数
者
名
魚
弟
子
耳
。
凡

蓬
莱
宮
、
宜
春
院
皆
不
在
梨
園
之
内
也
」
と
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
『
金
石
孝
編
』
倉
一
一
三
王
文
幹
墓
誌
に
記
載
さ
れ
る

「
鶏
坊
使
」
、
『
金
石
綴
編
』
俳
句
一
一
内
侍
王
守
靖
墓
誌
の
「
酒
坊

使
」
な
ど
は
比
較
的
細
か
な
使
職
で
あ
る
。
な
お
、
非
内
廷
の
内
諸
司

使
、
例
え
ば
加
藤
繁
氏
が
詳
論
し
た
内
妊
宅
使
(
『
支
那
経
済
史
考
査
』

上
巻
、
東
洋
文
庫
、
一
九
四
二
〉
等
は
、
本
論
の
取
り
扱
う
範
園
の
外

で
あ
り
、
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
こ
れ
を
検
討
し
て
い
な
い
。

(
位
)
一
九
七
八
年
五
月
、
西
安
第
二
機
床
廠
(
唐
長
安
城
の
西
摘
の
附

近
)
で
出
土
し
た
「
大
唐
重
修
内
侍
省
之
碑
」

(
『
考
古
典
文
物
』

一

九
八
三
年
四
期
)
を
参
照
。
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附園 唐代大明宮の内諸司機関

太液池

翰林院①層重囲え (ー
東率 い青J思殿|

⑥|事士院出量斑週 ω一一
左
銀
書
官
一
門

⑬直牽圏
内侍省

西

内

苑

一~王固一
昭慶門 含耀門

霊
符
懸
聖
院

⑮

一方
一

池

一馬
一

首

一

御
一

龍

⑬

「
L

興安門 建躍門 丹鳳門 望仙門 延政門

① 西上閤門 ⑦東率土院 ⑬数 坊

② 東上関門 ③拳士院 ⑬ 客省

③含光殿 ⑤翰林院 ⑮ 内園小見坊

*④宣徽院 ⑮ 右披少陽院 *⑮小馬坊

*⑤ 弓箭庫 ⑪左扱少陽院

@文恩院 ⑫飛龍院 (*は推定〉
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附表

時

唐代の飛龍使

代 i人 物 | 飛龍使任命前後の官職 | 出 典

玄宗 |天費 |高力土 |内侍監→緊騎大将軍等 Ir考古輿文物J83年 2期

→内弓箭及三宮飛龍使→開漕使

粛宗 |賓態 |程元振 |内射生使，飛龍閑康副使

元年 I I →右監門衛賂軍，知内侍省事

→元帥行軍司馬

代宗 観軍容宣慰庭置使→観軍容，

加剣園子監事，光藤，鴻脇，

躍賓，内飛龍，関j蛮等使

数坊使→飛簡使→左紳策護軍中尉

永泰中 1;魚朝恩

午竺l翰55E22一
二l三[:;;ト;25523鞭

「新唐書」巻101富者上

「奮唐書」巻11代宗紀

「奮唐書」巻184宣官停

「新唐書」各101富者上

「文苑笑奪」 巻932

「李文鏡公集JJJI]集巻6

暦 |章元素 |飛龍使→糧密使→左紳策護軍中尉 Ir崩府」 各m.601
年

「遁鑑」巻2H

「文苑英華」 巻932

~宗 | 威遁 | 劉建躍 | 弓箭庫使→内飛龍使→内妊宅使
三年

「沓唐書」巻18下宣宗紀

良存馬通
年

威
十

申
一
小慾 左紳策中尉→内飛龍使

→領軍衛上終軍

福密使→飛龍使→樋密使

→左神策中尉

恭復楊和
年

中
三

。一
小信

使軍逮威↓
 

使龍飛班陳復
年

夫
三

宮
山昭

「全密文」各1!1

「金石孝編」各111

「新唐書」各201宣者上

「新唐書」容208富者下

「奮唐書」各20上昭宗紀
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唐代の軍器使

日寺 代 |人 軍器使任命前後の官職 出 典

粛宗 |上元 |阪 口口 右軍器使 1
I八粧金石補正」を38

憲宗 元和 |吐突承瑳 市申策軍中尉→軍器，妊宅使 I~出」何者上
→左ffili上将軍，知内侍省事

宣宗 大中 |裳 口口 軍器使 「八五皇室金石補正」各75

宣宗 大中 |吐突土障 弓箭，軍g~等使→右紳策軍中尉 「笑川文集」各20

「東観奏紀」巻下

吋 大中 |李敬質宣徽鷹融制裁接使→軍慰使 I1考古駄物J8日
十三年 |

唐代 の 弓 箭庫使

時 代人 物 | 弓箭使任命前後の官職 出 典

玄宗 |天 資 |高力士 内侍監→駿騎大勝軍等 「考古典文物J83年2期

鯨 !元 引 ||王英準

→内弓箭及三宮飛龍使→開漕使

内侍省内侍，内弓箭庫使 「金石翠編」 巻213

慾宗 元和 |李輔光 内侍省内侍知省事→鴻脇躍賓使 「金石率編」 巻106

→内弓箭庫使

憲宗 元和中 |劉希先 弓箭庫使 「奮唐書」谷184宣官博

憲宗 元十一和年 || 王園文 内弓箭庫使 「崩府」各153

意宗 |元和末 |吐捌 准南監軍→弓自fJ庫使→左紳策中尉 「新唐書」各201富者上

敬宗費磨君虫弘筒 内弓箭庫使→左紳策軍護軍中尉 「崩府」各661

敬宗管二 J年醤僅漕峻 弓箭庫使

文宗 開成 張克 己 内弓箭庫使 「唐舎要」各53

宣宗 大五年中 I劉遅雄
大盈庫使→内弓箭庫使→内在宅使 「金石孝編」を111

宣宗 |大中 l吐突土障 弓箭，軍器等使→右紳策軍中尉 「焚川文集」径20

「東観奏記」 巻下

さEE告[;万"'"丈 威 i盈 劉従寅 内弓箭使左街上終軍 「文物J88年10期

信宗 / 奥承秘 弓箭庫使→剣内{寺省内給事 「金石孝縞」各218

→率土使
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唐代の植密使

時 代 |人 福密使任命前後の官職 出 奥

代宗
永二 泰年

董(廷〉秀 内福密使 「文献遁考」巻58

「朋府」轡665

憲宗 元元 軍年口 劉光靖 植密使 「通鑑」各217

憲宗
元五 和年

梁守 謙 梅密使 「遁鑑」巻238

→右紳策軍中尉粂右街功徳使 「崩府」巻66l，667 

憲宗
十元五手年口

王守澄 徐州監軍→知福密事 「新唐書」巻108富者下

→右紳策軍中尉 「加府」巻667

穆宗
長元 慶年

貌弘簡 内弓箭庫使→福密使 「逼鑑」巻m
→右市申策軍中尉 「崩府」巻町，667 

穆宗 空壁 場承和 右紳策軍副使→深州諸道兵馬都監 「崩府」巻667

→植密使

文宗 太元 和年 意元素 飛関使→福密使→左紳策軍中尉 「加府」雀665，667 

「遁鑑」巻2H

文宗 太七 和年 王践言 知植密 「逼鐙」巻1H

文宗
太七 和年

雀湾峻 荊南監箪→弓箭庫使→福密使 「通鑑」巻1H

「朋府」巻665，667 

文宗
太九 和年

劉弘逸 福密使 rij鑑」巻215

文宗
太九 和年 醇季稜 極密使 「遁鑑」巻115

文宗
三開 成年 雀 E 源 植密使 「唐曾要」巻35

武宗 舎昌 楊欽義 極密使→紳策護軍中尉 「逼鑑」巻2!6
冗年

「加府」巻667

|武宗 倉昌
フロ 年

劉行革寝 植密使→右紳策軍中IN 「遁鑑」各217

主""'"主，刀三フて
大七 年中 股季寒 宣徽北院副使→内福密使 「新唐書」巻107富者上

j士Z，n万土丈， 
大十 年中 王院長 飛龍使→極密使 「通鑑」各219

「輔書』容師宣欄l
馬公儒 極密使 「遁鐙」巻249
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藤宗 楊玄翼 樋密使 「奮唐書」各183宣官俸

E意宗 楊復恭 河陽監軍→宣徽使→稿密使 「奮唐書」宅~181宣官俸

→右紳策軍中尉 「加府」倉6i5， 667

信宗 回令孜 小馬坊使→知植密→紳策護軍中尉 「遁鑑」巻152

信宗 梅密使→観軍容使 「通鑑」倉山

「加府」巻667

信宗
康元 年明

李!願融 宣徽使→植密使 「逼鑑」各253

信宗 中和 李令崇 詐，薬害通和副使→梅密使 「考古奥文物J83年2期
五年 →南内留後使

信宗 空整 駿建美 植密使 「通鑑」 宏、156

昭宗
景元 福年 李周謹 福密使 「新唐書」巻208富者下

昭宗
景二 福年

段 詔 権密使 「通鑑」巻159

昭宗
二景 福年

呉承泌 率土使→宣徽北院使→福密使 「金石孝編」各118

昭宗
乾二 寧年

劉光裕 縞密使 「遁鑑」 各160

昭宗
乾二 寧年 康向弼 植密使 iim_鑑」巻160

昭宗 三乾寧年 宋道弼 福密使 「考古輿文物J83年4期

昭宗 極密使 「考古奥文物」畔4期

昭宗 乾四 寧年 劉季述 極密使→紳策護軍中尉 「通鑑」巻261

「加府」巻町

昭宗 三光 年化 王彦活 極密使 「通鑑」各261

昭宗 三光 化年 欝斉侵 植密使 「遁鐙」巻161

昭宗諸問筒 極密使 「遁鑑」容161

昭宗 周敬容 福密使 「通鑑」各161
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「通鑑」巻163

「遁鑑」巻163

唐 代 の 宣 徽 使

時 代 i人 物 1 宣徽使任命前後の官職 出 奥

吋鳩末 i西門 珍 1縄問〕
l →鳳朔，隠右節度監軍剣官

「八寝室金石補正」巻イ

文宗l賓暦i濁 志恩i宣徽使 「加府」巻153

武宗~宣 宗 l劉準麗 |密官服→宣徽北限 「金石孝編」巻117

1 →宣徽南院使→大盈庫使

宣宗 I十大三年中 l1 王居方 I宣徽南院使 「通鑑」巻219

諒 |平三室 !斉元関 |甜ヒ融 「遁鑑」巻219

里車 1錫公慶宣徽使 「通鑑」巻150

「奮唐書」巻181

庚元年明 I李順融 宣徽使→桓密使 「通鑑」巻町

三乾 寧年 I元公訊 宣徽使 「逼鑑」巻260

昭宗 |王室 ;仇承垣宣徽使 「通鑑」巻263

唐 代 の 閤 r ~ 使

時 代 |人 物 | 閤門使任命前 後の 官職 出 典

憲宗 |元和 |仇従源 |閉使，行内侍省内闘丞 「文苑英華」を912

武宗 舎元年昌 |l劉 口口 I閤門使 「金石孝縞」巻113

怒宗 i|威四 年遁 I奥:徳態 !1 筒門使→館騨使 「通鑑」巻250

怒宗 I威十三年通 I田献話 ||閤門使→橋陵使 「遜鑑」各151

信宗~昭 宗 i李全績 |閤門使，行内侍省 「文苑芙華」巻118

昭宗 |天復 |王建襲 (閤門使 「奮唐書」巻20上昭宗紀
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唐代の鴻雌瞳賓使

時 代 |人 物 1 鴻脳虚賓使任命前後の官職 l 出 典

代宗 永泰中 魚朝恩 観軍容宣慰庭置使 「奮唐書」各184宣官停

→観軍容，加剣園子監事，光藤 「新唐書」各207宣者上

鴻蹴，膿賓，内飛溜，閑J段等使

態宗 元和初 李輔光 内侍省内侍知省事→鴻胸躍賓使 「金石王室編」巻106

→内弓箭庫使

敬宗 賓暦初 劉弘規 河東監軍→内在宅使，鴻脇躍賓使 「李文鏡公集J5J1j集巻6

左紳策軍中尉粂左街功徳、使

文宗 太和末 康約言 河東監軍→鴻腕膿賓使→客省使

→宣徽北院副使

宣宗 (大中 |田紹宗 内在宅使粂鴻脳躍賓使 |「金石鞠」巻114

唐代の染坊使

時 代 |人 物 | 染坊使任命前後の官職 出 典

憲宗
三元 和年 孟再築 大盈庫領染坊等使 「金石五五線」巻105

敬宗
費元 暦年

田 E主 染坊使 「奮唐書」倉17上敬宗紀

段政直 染坊使 「臨書」各17上敬宗紀|

文宗 太三 和年 仇土良 五坊使→大盈庫領染坊→飛龍使 「文苑英華」巻932

唐代の文思院使

時 代 |人 物 | 文恩院使任命前後の官職 出 典

EE宗 威九 年通 能 l領 文恩院使 「法門寺地宮珍賓J89年

EE宗
威十三年遁

(呉〉弘怒 文思剣官→文恩院使 「法門寺地宮珍賓J89年

信宗 乾六 年符 王彦珪 文思(院)使 「考古典文物J84年 4期
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唐代の内園/栽接使

時 物 |内園使/栽接使任命前後の官職 | 出 典

粛宗 至徳 李輔園 殿中監，閑康，五坊，宮苑，

営団，栽接線監等使

徳宗
十貞八元年

楊口口 内園使，内侍省内給事 「金石奉編」各66

許途忠 天卒監寧→内閣使 「考古典文物J85年6期

→華清宮使→理林使

文宗 開成 王女幹 供奉官→栽接使→新羅使 「金石落編」各113

宣宗
大十一年中

李敬寒 宣徽鷹鶴使→内国〈栽接〉使 「通鑑」各w
→軍器使 「考古典文物J85年6期

唐代の宮苑使

時 代 |人 物 | 宮苑使任命前後の官職 出 奥

玄宗 天賓 安藤山 閑廠五坊宮苑隠欄都使 I~臨」容は柿下
十三年

粛宗 至徳 李輔園 E生中監，閑腹，五坊，宮苑， 「新唐書」各208宣者下

営団，栽接総監等使 「答唐書」各18!宣官俸

代宗 質感 童手鐙盈 関J袋，牽牧，宮苑，営団， 「新唐書」巻208富者下
元年

五均等使

憲宗 元不日 郭 話 宮苑関~使. (検校左散騎常侍〉 「文苑英肇」巻m

態宗 元和 李 恕 閑廠宮苑使，検校左散騎常侍， 「奮唐書」各15憲宗紀
十一年

粂郵州刺史

傍宗 乾符 李 玉象 宮苑使 「通鑑」巻252
三年

信宗 乾符 王庭存 関腹宮苑使，検校牙IJ部向書 「沓唐書」各19下信宗紀
六年

昭宗 天復 張廷範 宮苑使 「遁鑑」巻261
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唐代の荘宅使

時 代 |人 荘宅使任命前後の官職 出 典

宗憲 元和 吐突承耳E 左紳策護軍中尉→軍慰→荘宅使 「新唐書」巻207富者上

→左衛上勝軍，知内侍省事

敬宗 資暦初 劉弘規 河東監軍→内在宅使，鴻雌雄賓使 「李文餓公集」別集巻6

→左紳策中尉，粂左街功徳、使

宣宗 大中 田紹 宗 内在宅使粂鴻胸躍賓使 「金石孝編」各111

にいjしR、竺ノ1主主、威遁
八年

劉遜躍 弓箭庫使→内飛龍使→内在宅使 「金石本編」をi17

唐代の五坊使

時 代 |人 五坊使任命前後の官職 出 典

玄宗
十天三賓年

安緑山 閑廠，五坊，宮苑，陥右霊牧都使 「奮唐書」巻 9玄宗紀下

粛宗 至徳 李輔園 殿中監，閑康，五坊，宮苑， 「新唐書」各208富者下

営団，栽接総監等使

代宗
元賓 年態

彰陸盈 閑廠，霊牧，宮苑，営団， 「新唐書」巻208宣者下

五坊等使

憲宗
十元三和年

場朝波 五坊使 「通鑑」巻240

文宗 太和 仇土良 供奉官→五坊使→大盈庫領染坊 「文苑英華」各932
二年

文宗 太七 和年
醇 季稜 五坊使 「通鑑」各2H

唐代 の 大 盈 庫 使

時 代 | 人 大盈庫使任命前後の官職 出 典

憲宗
三元 和年

孟再祭 大盈庫，染坊等使 「金石孝編」巻20i

文宗 太二 和年
仇土良 五坊使→大盈庫領染坊使→飛龍使 「文苑英華」巻932

→左紳策軍中尉

文宗 太和末 宋守義 大盈庫使，右領軍街上将軍 「朋府」各m

宣宗 大中 劉遜睦 大盈庫使→内弓箭庫使→内在宅使 「金石孝編」を117
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唐代の理林使

代|人 理林使任命前後の官職 出 典

文宗 I太二 和年 許途忠 内園使→河東監軍→華清宮使

→現林使

文宗 |太和 馬元某 理林使 「李文鏡公集」別集巻6

宣宗 大四 年中 李敬質 翰林使→唆林使→宣徽鷹鶴使 「考古典文物J85年6期

→内閣栽接使

唐代の翰林使/皐 土使

時 物 [翰林使/皐土使任命前後の官職 | 出 典

懲宗 元四 和年 白金如 翰林使 「朋府」雀m

古車宗 元和 劉弘規 翰林院使→河東監軍→内飛龍使 「李文鏡公集J}31j集巻6

→紳策軍副使

エ"""主d刀フく 大中 李敬寅 康州都監粂市舶使→翰林使 「考古典文物J85年6期
四年

→君主林使

昭宗 / 呉承 lli、 率土使→宣徽北院使→極密使 「金石牽編」各118

昭宗 / 都文委 拳土使 「文苑英筆」巻m
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ＡPRELIMINARY SURVEY OF THE STRUCTURE OF

　　　　

THE VARIOUS PALACE COMMISSIONERS

　　　　　　　　

DURING TANG DYNASTY

Chiu Yulok

　　

The Various Palace Commissioners (neizhusishi内諸司使), installed

in and around the palace, can be classifiedinto nine types according to

their function. This paper examines each of these nine in detail.Among

them, the　Flying Dragon　Commissioner (feilongshi飛龍使), which

guarded the palace, and the Palace Secretary (ｓhｕmiShi楯密使)j which

participatedin most important state affairs,are of partieular importance｡

　　

These commissionerships, at the beginning, had evolved from the

bureaucracy according to the Codes and Statutes rather than totally outside

of it. However, the emperor's move to the Darning Palace decisively

caused the various affairsthere to be entrusted to eunuches who were

close to him. As　ａ　result,the　Various　Palace　Commissioners　were

separated from the Codes and Statutes bureaucracy, and formed ａ more

independent organization grasped by eunuches, which became increasingly

vast and perpetual afterwards.
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